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令和元年第３回

美唄市議会定例会会議録

令和元年９月６日（金曜日）

午前１０時００分 開議

◎議事日程

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 一般質問

◎出席議員（１４名）

議 長 金 子 義 彦 君

副議長 桜 井 龍 雄 君

１番 伊 藤 真 久 君

２番 森 明 人 君

３番 齋 藤 久美夫 君

４番 山 上 他美夫 君

５番 山 崎 一 広 君

６番 川 上 美 樹 君

７番 楠 徹 也 君

８番 松 山 教 宗 君

９番 本 郷 幸 治 君

10番 紫 藤 政 則 君

12番 谷 村 知 重 君

13番 小 関 勝 教 君

◎出席説明員

市 長 板 東 知 文 君

総 務 部 長 福 地 英 敏 君

市 民 部 長 松 田 公 史 君

保健福祉部長兼福祉事務所長 高 橋 英 雄 君

経 済 部 長 東 貴 弘 君

都市整備部長 米 澤 勝 君

市立美唄病院事務局長 今 澤 清 隆 君

消 防 長 相 馬 一 司 君

総務部総務課長 村 上 孝 徳 君

総務部総務課長補佐 平 野 太 一 君

教育委員会教育長職務代理者 高 橋 泰 浄 君

教育委員会教育部長 森 川 治 君

選挙管理委員会委員長 高 田 豊 君

選挙管理委員会事務局長 伊 藤 和 広 君

農業委員会会長職務代理者 白 木 隆 雄 君

農業委員会事務局長 高 田 裕 二 君

監 査 委 員 後 藤 樹 人 君

監査事務局長 根 布 忠 幸 君

◎欠席説明員

農業委員会会長 今 田 邦 彦 君

◎事務局職員出席者

事 務 局 長 村 谷 昌 春 君

次 長 門 田 昌 之 君

午前１０時００分 開議

●議長金子義彦君 これより、本日の会議を

開きます。

この場合、説明員の欠席について、次のと

おり通知がありましたので、報告いたします。

農業委員会会長今田邦彦君は、本日、都合

により欠席のため、会長職務代理者白木隆雄

君が代理出席いたします。

●議長金子義彦君 日程の第１、会議録署名

議員を指名いたします。

１番 伊藤真久議員
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２番 森明人議員

を指名いたします。

●議長金子義彦君 次に日程の第２、一般質

問に入ります。

発言通告により、順次発言を許します。

１番、伊藤真久議員。

●１番伊藤真久議員（登壇） 令和元年第３

回定例会にあたり、ふるさと納税、炭鉄港、

栄幼稚園の存続の大綱３点について、質問い

たします。

まずは、ふるさと納税に関してお伺いいた

します。

ふるさと納税は、自治体の新たな税収とし

て、広く国民に知れ渡っている制度であり、

全国の各市町村が注力し、美唄市の寄附額も

年々増加傾向にあります。今後とも美唄市と

して積極的に取り組んでいただきたいと思う

ところであり、また、市民もそれを期待して

いるところであると思います。

ふるさと納税には、寄附金の使い道を納税

者自身が選択できるという特徴があり、美唄

市もいくつかの選択肢から納税者自身が使い

道を選ぶことができる仕組みとなっておりま

す。

そこで今現在の美唄市のふるさと納税の寄

附の目的と、平成30年度決算において、どの

ような事業で活用されたのか、お伺いいたし

ます。

２点目として、先日、平成30年度の空知管

内の納税額に関する新聞報道がありました。

その中で、他の市町村と比較して、美唄市の

寄附額は決して高くはないという現状が報告

されております。

他の市町村と比較し、美唄市の取り組み状

況とどのような違いがあるのか、それを市と

してどのように分析しているのか、お伺いい

たします。

３点目、ふるさと納税は今年６月、新たな

制度が施行されたことで、総務大臣による指

定を受けていない地方団体に対する寄附は、

ふるさと納税の対象外となるなど、ふるさと

納税を取り巻いている環境は大きく変化して

おります。

そのような中で、ふるさと納税の今後の活

用計画があるのか、また、寄附額を増やすた

めにどのように取り組んでいくのか、お伺い

いたします。

続きまして大綱２点目、炭鉄港についてお

伺いいたします。

本年５月、美唄市を含む12市町の産業遺産

が日本遺産として認定され、美唄市では、三

菱美唄炭鉱竪坑櫓、人民裁判の絵、旧栄小学

校、美唄鉄道東明駅舎の４点が日本遺産に認

定されました。

まずは、炭鉄港の日本遺産認定にご尽力さ

れた皆様、大変おめでとうございます。美唄

市の炭鉱の歴史が、日本遺産の一部として認

められたということは、大変喜ばしいことで

あり、また、美唄市としては、今後この炭鉄

港の文化伝統を後世に受け継ぐとともに、そ

の魅力を資源として活用することが期待され

ております。

そこでまず１点目、美唄市として炭鉄港を

どのように活用していくのか、観光地として、

将来的にどのようなビジョンをお持ちなのか、

お伺いします。

また２点目として、炭鉄港の活用には、当
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然ながら税金が投資されているわけでありま

すが、美唄市民としては、税金の使い道とし

て、炭鉄港が自分たちにどう還元されるのか

という部分について、大変大きな興味関心が

あるところでございます。

そこで、炭鉄港における商業的な取り組み

などが検討されているのか、お伺いいたしま

す。

最後に３点目、今回、日本遺産に認定され

た４つのうちの１つ、美唄鉄道東明駅舎の活

用について質問いたします。

美唄鉄道東明駅舎に接続されている道道

135号線は、国道12号線や美唄インターチェン

ジからアルテピアッツァ美唄、炭鉱メモリア

ル森林公園などに向かう美唄市の観光ルート

の主要道路であり、2022年には、美唄富良野

線の開通も控えております。

びばい未来交響プランや美唄市観光ビジョ

ンでもその重要性を説かれておりますが、現

在、その観光ルート上に観光客が車をとめて、

美唄市の特産品などを扱う拠点はございませ

ん。

そこで、美唄鉄道東明駅舎に小規模な物産

展の併設や駅舎の有効活用など、駐車場の狭

さなどを考えれば大規模なものは難しいとは

思いますが、その中で、美唄鉄道東明駅舎の

観光資源としての活用方法について、お伺い

いたします。

最後に大綱３点目、栄幼稚園の存続につい

てお伺いいたします。

第２回定例会にて、私自身、栄幼稚園の存

続について質問させていただきました。引き

続き、現状についてお伺いいたします。

平成29年の第３回定例会にて、陳情第１号

「美唄市立栄幼稚園の存続を求める陳情」が

上程されたとおり、栄幼稚園の存続は、多く

の市民に望まれておりました。

しかしながら、総合的な判断として、やむ

を得ず閉園が決まり、栄幼稚園を閉園する条

例の一部改正が行われました。

しかし今、改めて存続の方針が示され、喜

びの声を聞くとともに、閉園を予定していた

来年３月が迫っていることもあり、市民との

意見交流、関係条例の整備、関係各所への説

明など、急ピッチで作業を進めなければいけ

ない中、存続の方針と閉園の条例の間で、栄

幼稚園の現場や入園者、入園希望者が板挟み

になっているという現状がございます。

そこでまずは１点目、栄幼稚園の存続の方

針を示されて以降、入園希望者に対し、市と

してどのような対応・説明をしているのか、

お伺いいたします。

２点目として、栄幼稚園の閉園が決定した

当時、栄幼稚園が担っている公立幼稚園の機

能を認定こども園ひまわりに移行するとの方

針でしたが、それについて、現状、どの程度

の機能の移行が完了しているのか、お伺いい

たします。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君（登壇） 伊藤議員の質問

にお答えいたします。

初めに、ふるさと納税の今後の活用につい

てでありますが、今までの活用事例につきま

しては、まちづくりをはじめ、福祉事業、青

少年育成事業、文化振興事業、安田侃彫刻美

術館アルテピアッツァ美唄整備事業、交流拠

点施設整備事業、農業振興事業、地域医療、

受動喫煙防止対策、これらのほか、除排雪対
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策経費や宮島沼などの指定分野応援寄附を使

途として活用しているところであります。

また、平成30年度に寄附金を活用した具体

的な事業で申し上げますと、障がい者在宅支

援事業や移送サービス事業、文化財保護事業、

青少年健全育成事業、交流拠点施設整備事業、

安田侃彫刻美術館アルテピアッツァ美唄整備

事業などに有効に活用させていただいたとこ

ろであります。

次に、他市町村との比較につきましては、

平成30年度において、空知管内で最も寄附額

が多いのは、滝川市で約８億1,200万円、第２

位が岩見沢市で約６億3,100万円、第３位が秩

父別町で約５億6,000万円となっていること

に対しまして、本市は第19位で約7,600万円と

なっており、管内でも寄附額が低い状況であ

ります。

返礼品につきましては、空知管内の上位３

市町及び多くの市町は、本市と同様に主な返

礼品が「ゆめぴりか」や「ななつぼし」など

の米となっており、このことから、本市にお

いては、上位の市町と比べ米の在庫数量が少

ないことが寄附額が低い１つの要因と分析し

ているところでございます。

次に、今後の取り組みについてであります

が、活用計画につきましては、今後もまちづ

くりや福祉事業、青少年育成事業、文化振興

事業などに活用していくこととしております。

また、寄附額を増やすための取り組みにつ

きましては、紹介サイトといたしまして、こ

れまで「さとふる」「ふるぽ」「ふるさとチョ

イス」の３つのサイトを利用しておりました

が、本年７月に、新たに｢楽天ふるさと納税｣

サイトを加えたほか、商品につきましても、

｢ゆめぴりか・ななつぼしセット｣など、寄附

者の選択肢を増やした結果、本年８月末まで

の実績では、寄附額が3,487万5,000円で、前

年同期で比較しますと、174％の増加となって

おります。

ふるさと納税は、本市の貴重な自主財源で

あることから、今後におきましても、関係課

との連携、農協などの関係団体、個別農家や

返礼品提供者の協力を得ながら、米の数量確

保に加え、返礼品の充実や情報発信の強化に

より、寄附額を増やすための取り組みに努め

てまいりたいと考えております。

次に、炭鉄港について、どのように活用す

るかについてでありますが、今後の活用ビジ

ョンにつきましては、美唄市観光ビジョンに

おいて、炭鉱遺産を活用した着地型観光商品

の開発や販売支援をアクションプランとして

掲げております。

また、関係市町及び関係団体で構成されま

した炭鉄港推進協議会において、文化庁の補

助金を活用した広報・情報発信を行うととも

に、ガイド育成なども検討されており、これ

ら広域的に取り組むこととされております。

次に、商業的な取り組みにつきましては、

アルテピアッツァ美唄や炭鉱メモリアル森林

公園などの炭鉱遺産が持つ歴史的・文化的な

価値をＰＲすることを通じて、本市の交流人

口の増加につなげ、ここを訪れた観光客が市

内の飲食店等で観光消費するなど、地域の活

性化につながるものと認識しているところで

あります。

次に、旧東明駅の活用につきましては、現

在、東明駅舎の敷地は借地であり、また、隣

接する民家や道道との距離も近いため、駐車
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場などの環境整備が難しい状態にありますが、

平日でも駅舎やＳＬに訪れる見学客の様子も

うかがえることから、今後も駅舎やＳＬを通

して、炭鉱遺産の歴史的・文化的な価値を後

世に伝え、必要な保全に努めながら、地域の

活性化につなげてまいりたいと考えておりま

す。

●議長金子義彦君 教育長職務代理者。

●教育長職務代理者高橋泰浄君（登壇） 伊

藤議員の質問にお答えいたします。

入園を希望する保護者への対応についてで

ありますが、閉園の場合は、令和２年４月か

ら認定こども園、私立幼稚園、保育所等に転

園していただくことをご了承していただいた

上で入園受け入れのご説明をしているところ

であります。

次に、受け入れ体制についてでありますが、

認定こども園ひまわりの長時間保育の保育所

機能の定員を30人から20人として10人減らし、

短時間保育の幼稚園機能の定員を５人から15

人に10人増とする条例改正を行い、受け入れ

体制を整えてきたほか、私立幼稚園２園にも

受け皿としての役割を担っていただくよう要

請したところであります。

また、小学校教育との円滑な接続のための

取り組みや、幼児期における特別支援教育な

どについて、これまでの経験や知識などを認

定こども園ひまわりに引き継ぐ予定としてい

たところであります。

●議長金子義彦君 １番、伊藤真久議員。

●１番伊藤真久議員 自席より再質問いたし

ます。

大綱３点目、栄幼稚園の存続に関して、お

伺いいたします。

入園を希望するご家族への市の対応・説明

について、現状の関係条例との兼ね合いから、

市の対応としては、そう説明せざるを得ない

と理解しております。

しかしながら、栄幼稚園の存続の方針が示

されて以降、栄幼稚園への入園者は増加して

いる一方で、板挟みの現状に不安のあるご家

庭では、「栄幼稚園に通わせたかったけれども、

別の園に子どもを預けることにした」という

話も聞いております。

今後、栄幼稚園の存続に向けて、どのよう

なプロセスを考えているのか、お答えできる

範囲で構いませんので、入園者の方々や関係

者の皆様の不安を取り除く意味でもご説明願

えないでしょうか。

また、認定こども園ひまわりなどへの公立

幼稚園としての機能移行についてであります

が、条例改正により、認定こども園ひまわり

の定員の数を変更し、ほか私立幼稚園２園に

受け皿としての役割を担っていただくように

要請したとのことですが、それはいつ時点で

要請し、要請した２園からはどのような回答

を得ているのでしょうか、お伺いいたします。

●議長金子義彦君 教育長職務代理者。

●教育長職務代理者高橋泰浄君 伊藤議員の

質問にお答えいたします。

栄幼稚園の存続に向けた今後のスケジュー

ルについてでありますが、栄幼稚園存続に伴

うパブリックコメント手続きを経て、第４回

市議会定例会に「美唄市立学校設置条例の一

部を改正する条例を廃止する条例（案）」をご

提案させていただき、ご審議をいただきたい

と考えております。

次に、私立幼稚園との協議につきましては、
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平成29年度に開催しました市内幼稚園長会議

において、栄幼稚園の閉園や特別支援教育の

推進、市内幼稚園・保育所の連携、園児募集

の状況などについて情報交換や協議を行って

おり、この中で、受け皿として役割を要請し、

ご承諾をいただいた上で、対応を含め今後と

も連携を図りながら進めていくことを確認し

ているところであります。

●議長金子義彦君 次に移ります。

６番、川上美樹議員。

●６番川上美樹議員（登壇） 令和元年第３

回市議会定例会におきまして、大綱３点につ

いて、市長並びに教育長職務代理者にお伺い

をいたします。

大綱１点目は、市長の公約について、市立

美唄病院の建替えについてです。

７月定例会において、私は市長に対して、

６月の市長選で争点となった市立美唄病院の

建替えについて、病院建設に係るスケジュー

ルと規模、機能、実施設計、旧看護宿舎に要

した経費について、専門性を有する高度医療

について、近隣市への通院バスについて、現

施設の早期改修について、総合診療医の確保

について、市民合意の方法等について質問し

たところです。

その際、市長からは「現段階では具体的な

計画を持ち合わせていないが、20年後、30年

後を想定しながら財政推計を作り、将来的に

負担できるかどうか検証を進め、課題の抽出

と財源の見通し、関係機関との協議を進めな

がら、できるだけ早く建替え案を作成する」

とした答弁があったところです。

傍聴に訪れた多くの市民は、質問に対して、

具体的な答弁がない市長の政治姿勢に不満と

不安を感じたのではないでしょうか。

また、８月に開催されたまちづくり懇談会

において、市長は「50億円の事業費は過大で

ある」と説明した上で、「しっかりとした将来

の見通しのもと、医師会や市民との合意形成

を図り、美唄市にふさわしい病院建替え計画

を策定する」と説明し、あわせて、通院バス

の確保の考えを示したところです。

この懇談会においても、７月議会での答弁

と全く変わらず、抽象的、漠然とした説明に

終始していたことに対して、参加した市民か

らは「具体的な内容がない」との声が上がっ

ていたと聞いています。

７月議会での質問と重複しますが、市長は

選挙前、選挙期間中、そして当選後のマスコ

ミ取材の中で、「建設費が過大である建替えは

白紙撤回し、美唄にふさわしい病院建替え計

画をつくる」、さらに公約の中で「専門性を有

する高度医療については、先進医療を有する

近隣市の医療環境を活用する」とし、「砂川や

岩見沢、札幌圏などの病院と連携を強める考

えを掲げるとともに、美唄には、慢性的疾患

を支えていく総合診療医が中心となる医療を

つくり、広域的医療を使うのであれば、通院

バスで市民の足を確保する」とも述べており

ます。また、前市長が示していた市立美唄病

院の役割は、民間ができない医療を行うこと、

また、病院機能については、現在７診療科は

絶対必要であり、建設時期については、2021

年４月に着工し、2022年中に完成を目指すと

の考えに対して、市長は「一時、建設費が50

億円になった建替え計画は過大」と批判した

上で、「今の病院機能を維持する建て方は、将

来、高齢化が進んだときにマッチしない」と
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主張しました。

また、建設時期については、道新の取材に

対して「とにかく早くとの気持ちはあるが、

これからの市民との話し合い、市民合意が必

要」とコメントし、特に具体的スケジュール

には言及していないところでありますが、道

新の取材に対しては、「今の建物の欠陥は直

す」と述べ、現施設の改修を急ぐ意向を示し

てきたところです。

具体的な答弁をいただけなかった７月から

２カ月が経過しました。そして、議会初日の

所信表明では、実施設計の解除を進め、新た

な建替え計画策定に向け、庁内と病院内にそ

れぞれ検討会を設置する考えを示し、加えて

新聞取材に対しては「まず案を固め、市民委

員会のような市民を巻き込んだ意見交換をす

る手続きを踏みたい」とのコメントをされま

した。

市長は、市政運営にあたっての基本姿勢と

して、まちづくりは、市民の、市民による、

市民のための政治が基本で、市民が主役のま

ちづくりを進めるとしています。

しかし驚いたことに、市長は市民の意見を

聞く前に、市内の医療関係者の意見を聞く前

に、そして庁内協議がされる前に実施設計を

取りやめる考えを市政報告でされました。

実施設計を取りやめるということは、当然、

病院建設は白紙撤回という考えなのでしょう

が、これらを踏まえ、７月議会での質問と重

複しますが、次の10点について市長にお伺い

します。

１つ目は、病院建設にかかるスケジュール

であります。

市長は20年後、30年後を想定しながら財政

推計をつくり、将来的に負担できる本市にふ

さわしいかどうか検証を進めるとしています。

また、市長は選挙期間中、そして就任後、

さらには、まちづくり懇談会において、50億

円の建設費は過大であり、市民合意が得られ

ないと繰り返し答弁し、新聞取材では、建替

えは白紙撤回し、美唄にふさわしい病院建替

え計画をつくることを訴えてきています。

さらに９月市議会定例会において、実施設

計を解除する市政報告をされたところです。

実施設計をやめた場合、建設まで相当年数

がかかると考えますが、今現在、市長が想定

しているスケジュールについてお伺いをいた

します。

２つ目は、病院規模についてであります。

市長は、前市長の病院建替えの建設費が過

大としてきましたが、これまで何ら代替案を

示してきていないところでした。

このたびの市政報告では、庁内、病院にそ

れぞれ検討会を設置する考えを示されました。

市民が１番に関心を持っているのは、市長

が50億円は過大とする病院規模に対して、ど

の程度の規模の病院を建設しようとしている

のかであると思います。

このように質問しても、市長は今後設置す

るそれぞれの検討委員会の中で協議するとの

お考えを示すことと思いますが、病院規模に

ついては前市長の時代に何年もの歳月をかけ、

すでに病院関係者と協議し、診療７科目は堅

持するとの考えで合意し、途中で保健センタ

ーの併設を見送るなど、総事業費の圧縮に努

めてきたところです。

市長のこれまでの発言を総括すると、50億

円は過大であり、美唄市の将来にふさわしい
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病院規模の背景にあるのは、診療７科目の削

減も視野に入れてのことかと思うところです。

病院経営の黒字の要因は、病床数などによ

り交付される補助金収入が大きな要因であり

ます。病床数を減らせば、病院運営交付金は

削減されることとなり、医業費用を圧縮しな

ければ、病院経営が成り立たないことになり

ます。

前市長は、道や医師会などの関係機関との

協議を慎重に重ねた中で、７診療科目を維持

しつつ、病床数を大幅に減らさない病院規模

により実施設計を進めてきたものと受け止め

ているところです。

そのような中、市長は50億円の事業費は過

大としております。

当然、今後の病院建設にあたっては、病院

運営交付金を見据えた規模を考えているとこ

ろと思いますが、適正な病床数はどのくらい

と見込み、庁内検討委員会や病院の検討委員

会と協議していくのかをお伺いいたします。

３点目は、実施設計及び旧看護宿舎に要し

た経費についてです。

市長は、市政報告で実施設計を取りやめる

方針を出されました。そうなれば、中止に伴

う設計委託料とその内訳はどのようになって

いるのか伺います。

また、中止に伴い病院設計の継続性がなく

なるので、起債を財源とした解体した旧看護

宿舎の解体費用や実施設計委託費の返還はい

くらになるのか伺います。

４点目は、近隣の医療機関との協議につい

てであります。

市長は、「専門性を有する高度医療について

は、先進医療を有する近隣市の医療環境を活

用する｣とし、｢砂川や岩見沢、札幌圏などの

病院と連携を強める」ともコメントしており、

まちづくり懇談会でも、近隣市の病院との医

療連携の必要性を説明しているところであり、

７月議会以降、近隣市の医療機関とどのよう

な協議をしてきたのか、お伺いいたします。

５点目は、近隣市への通院バスについてで

す。

７月議会において、市長は通院バスについ

て、どの範囲にバスを出すのか、何回出すの

か、財源はどうするのか、市外病院の受け入

れ体制は可能なのかとの質問に対して、何ら

明快な答弁はありませんでした。

先月のまちづくり懇談会では、公共交通体

系の整備の中で、通院バスの運行について、

来年度に向け、市内の２バス事業者と３タク

シー会社を想定した事業を検討するとの説明

をされたとお聞きしています。

通院バスを出せば、当然、医業費用として

必要な費用を見込まなければならないと考え

るところですが、改めて、どの範囲にバスを

出すのか、何回出すのか、財源はどうするの

か、医業収益が減少することで、病院経営に

本当に支障がないのか、いつから実施するの

か、医師会と協議した経過はあるのか、お伺

いをいたします。

６点目は、現施設の早期改修についてです。

市長は実施設計を取りやめるとしましたが、

そうなれば、病院建設はかなり遅れ、当然、

老朽化したボイラーや屋上防水工事など、大

規模な設備改修をしなければならないことに

なりますが、新病院ができるまで、今の病院

を使うとしたら、どのような設備に、どの程

度の費用がかかるのか、お伺いします。
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７点目は、病院建設と総合診療医の確保の

真意についてです。

市長は「総合診療医を確保するのが先で、

病院建設は本末転倒」とのコメントをしてお

りますが、一方で、まちづくり懇談会では、

「病院を建設しても、医師が来るとは思えな

い」との発言をされているとお聞きしていま

すが、この発言からすると、病院建設と医師

確保には積極的ではないと受け止めるところ

ですが、これら発言の真意についてお伺いい

たします。

８点目は、大学医局とのつながりについて

です。

院長が退職される予定となっておりますが、

その後どのようになるのか、後任はどうなる

のか、また、北大医局とのつながりについて

はどのようになっているのか伺います。

９点目は、病院職員との話し合いについて

です。

現病院の職員は、新しい病院について希望

を持ち、また、縮小となれば、その雇用も心

配されるところと思いますが、このことにつ

いての意見聴取はどのようなものだったのか。

10点目は、市民合意についてであります。

市長は以前の道新の取材に対して、「とにか

く早くという気持ちはあるが、これからの市

民との話し合い、市民合意が必要」とコメン

トしております。

また、今回の道新取材では｢市民委員会のよ

うな組織を設置し、市民合意を得る｣内容のコ

メントをしております。

市立美唄病院の建設については、これまで

市民検討委員会で十分協議されてきたところ

でありますが、市長は、新たに設置しようと

する市民委員会において何を協議するのか、

お聞きいたします。

次に、大綱２点目は、地域行政について伺

います。

伺いたい点は、空き家等対策計画について

です。

空き家は年々増え続け、現在も近隣住民か

らの苦情に個々に対応し、持ち主への助言な

どを粘り強く行い、対応しているところと伺

っておりますが、令和元年第２回定例会での

同僚議員からの一般質問では、増え続ける空

き家に対する計画的な対策を行うために、本

市独自の空き家等対策計画の策定を本年度か

ら取り組んでいるとの答弁がありました。

私も本市の空き家について著しく保安上危

険である、著しく衛生上に有害である、著し

く景観を阻害するといった特定空き家につい

ては、計画的に対応が必要であると思います

ので、空き家等対策計画の策定を早急に行い、

計画を速やかに進めるべきだと思います。

そこで、次の２点について伺います。

１点目は、４月から行っている本計画策定

について、どのようなことを行ってきたのか。

２点目は、空き家等対策計画を今後どのよ

うに進めようとしているのか市長に伺います。

大綱３点目は、教育行政についてです。

伺いたい内容は、文化財である日本遺産に

認定された東明駅舎とＳＬ機関車についてで

す。

かつて９万人の人口を誇った本市は、まさ

に石炭産業で栄え、その産業遺産は現在でも

各地に点在しております。これらの産業遺産

は、空知では石炭、また室蘭では製鉄、小樽

では港と、道央圏における石炭、鉄鋼、港湾
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というテーマを鉄道で結び、かつて北海道の

発展に大きく貢献した北の産業革命といわれ

る炭鉄港の取り組みは、新たな人とのつなが

りをつくり、地域の活性化を目指そうと、空

知総合振興局をはじめとした取り組みが2010

年から行われており、本市も炭鉄港の取り組

みについて推進してきたところであります。

このことについては、同僚議員から今ほど

質問があったとおりで、本市におきまして、

文化庁から日本遺産として５月20日に４つの

遺産が認定され、その中に東明駅舎とＳＬ機

関車があります。

そこで質問ですが、１つ目は、日本遺産に

認定された東明駅舎、ＳＬ機関車について、

市としてどのような考えをお持ちなのか。

２点目は、老朽化の激しい駅舎の修繕やＳ

Ｌ機関車の塗装など保存についてです。

現在は、毎年、地元の保存会の皆さんが草

刈りや花植え、清掃を行い、できる範囲での

修繕も行っておりますが、どうしても限りが

あります。ＳＬ機関車も毎年ボランティアで

塗装を行っております。

市として、修繕などに対してどのように考

えているのか、教育長職務代理者にお伺いを

いたします。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君（登壇） 川上議員の質問

にお答えいたします。

初めに、市長公約について、市立美唄病院

建替えについてであります。

建設スケジュールにつきましては、しっか

りとした将来の見通しのもとに、医師会や市

民の皆さんとの合意形成を図り、美唄にふさ

わしい病院建替え計画を策定し、早い段階に

庁内及び院内に検討会を設置し、来年度より

基本構想・基本計画を取りまとめていきたい

と考えております。

また、実施設計についても、私の任期の４

年間のうちに取り組んでまいりたいと考えて

おります。

次に、病院の安定経営に必要な病床数につ

きましては、人口推計の動向や北海道地域医

療構想調整会議における協議などを踏まえつ

つ、病院経営に必要な採算ラインの病床数を

試算し、庁内及び院内の検討会において検討

してまいりたいと考えております。

次に、基本設計等これまでに要した経費に

つきましては、基本設計に2,384万9,000円、

旧看護師宿舎解体の実施設計及び解体費用に

１億3,536万7,000円、地盤調査費用に950万

4,000円を支出したほか、実施設計については、

契約金額6,242万4,000円のうち、平成30年度

に1,156万円の前払い金があり、費用の総額と

しましては、２億3,114万4,000円でございま

す。このうち、すでに支出している額は、１

億8,028万円となっております。

ただ、今後、実施設計の契約解除に伴い、

これを清算する費用が新たに発生することに

なります。

次に、高度医療を有する広域的な医療機関

との話し合いにつきましては、砂川市立病院

とは、７月に美唄市医師会が主催されました

救急医療意見交換会や、私が市長就任のご挨

拶に訪問した際に病院長とお会いし、高度急

性期医療の対応などについて意見交換を行っ

たところであります。

今後、岩見沢市立病院とも意見交換等を行

ってまいりたいと考えております。
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次に、近隣市への通院バスにつきましては、

将来的な医療の広域連携を見据え、今後、病

院建替え計画がある程度具体化した段階で、

関係機関との合意形成に向けた協議を進めて

いくほか、運行にあたりましては、現行の地

域公共交通網形成計画にある公共交通体系を

さらに進め、市民の皆さんの利便性の確保に

努めてまいりたいと考えております。

次に、現施設の早期改修につきましては、

療養環境の維持や改善に向けて適切に対応し

ていく必要があることから、特に、経年劣化

が進んでいる設備について、早急に整備して

まいりたいと考えております。

次に、総合診療医の確保につきましては、

現在は、総合診療医自体の数がまだまだ少な

い状況と承知しておりますが、新しい市立美

唄病院は、総合的な医療、いわゆるプライマ

リ・ケアの充実を目指してきたところであり、

現在、市立美唄病院が日本プライマリ・ケア

連合学会北海道ブロック支部の事務局を担当

していることから、こうした関わりも最大限

活用し、さまざまな機会を通じて、総合診療

医をはじめとした必要な医師の確保に努めて

まいりたいと考えております。

次に、大学医局とのつながりにつきまして

は、これまでも大学医局を訪問し、医師派遣

を要請しているところであり、今後も市立美

唄病院の診療体制に影響を及ぼさないよう、

引き続き要請活動に力を注いでまいりたいと

考えております。

次に、病院職員との話し合いにつきまして

は、院長とは、二度、個別にお話し合いをも

ったほか、先月29日には、病院職員向けに院

内で説明会を実施し、私の市政運営にあたっ

ての基本姿勢や市立美唄病院の建替え計画の

見直しについて、病院長をはじめ医師、看護

師、医療スタッフに説明を行うとともに、意

見交換を行ったところでございます。

次に、市民合意につきましては、これまで

の市立美唄病院建替えに向けた計画において

は、財政負担に不安を抱く市民に対しまして、

十分な説明がなされないまま取り組みが進め

られてきたと考えていることから、改めて行

う財政推計と将来負担の見込み、医療を取り

巻く状況などをより明確に示すほか、広く市

民の皆さんのご意見をお聞きし、美唄市まち

づくり基本条例第23条第１項に基づく説明・

応答責任をしっかり果たしながら、合意形成

を図ってまいりたいと考えております。

次に、地域行政について、空き家等対策計

画についてでありますが、空き家等対策の推

進に関する特別措置法第６条に基づく美唄市

空き家等対策計画の策定につきましては、現

在、北海道空知総合振興局から、計画の策定

内容や補助メニューの活用についての助言を

いただきながら、過去の相談がありました空

き家等のデータ整理を行っているところでご

ざいます。

また、計画の内容につきましては、国が定

める基本指針に基づき、計画期間や空き家等

の調査、所有者等による適切な管理の促進、

危険度の高い特定空き家等に対する措置、住

民等からの相談への対応、計画の実施体制な

どを定めてまいります。

次に、今後の取り組みにつきましては、こ

の計画の策定により活用が可能となる国の財

政支援措置を受けることにより、空き家等の

利活用の促進や適切に管理されていない空き
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家等の対策について取り組んでまいりたいと

考えてございます。

●議長金子義彦君 教育長職務代理者。

●教育長職務代理者高橋泰浄君（登壇） 川

上議員の質問にお答えいたします。

日本遺産に認定された東明駅舎とＳＬに対

する考え方と修繕についてでありますが、初

めに、東明駅舎とＳＬに対する考え方につい

ては、現在、本市にあるＳＬは、市指定の有

形文化財となっており、今年の５月20日から

は、東明駅舎と合わせ、日本遺産の構成文化

財にもなっています。

平日でも全国から鉄道ファンや鉄道の操業

時を懐かしむ方が訪れており、今年の５月か

ら始めている第１日曜日の半日駅舎開放、延

べ５回の合計で260名以上の見学者が訪れて

おり、これまで市で考えていたよりも注目度

が非常に高いものであると認識したところで

すので、今後も地域の宝物として、後世へ引

き継ぐための保全とあわせ、市の地域資源と

しての活用をしてまいりたいと考えておりま

す。

次に、東明駅舎とＳＬの修繕についてです

が、それぞれについて老朽化が進んでいるの

が現状で、地元団体や企業などの協力をいた

だきながら、最低限の維持修繕をしてまいり

ました。

今後は、日本遺産の構成文化財でもあるこ

とから、施設や車両の状況について、専門的

な知識のある企業などの協力をいただきなが

ら、状態を見定めつつ適切な保全に努めてま

いりたいと考えております。

●議長金子義彦君 ６番、川上美樹議員。

●６番川上美樹議員 自席より再度お伺いを

いたします。

まず、大綱１点目の病院建替えについてで

すが、スケジュールとして、検討会は、今年

度の時期に設置するのか、そこで何を議論す

るのかお聞きします。

また、市長任期の４年間のうちに基本設計

を行い、実施設計も早期に取りかかれるよう

取り組んでいくとの答弁でしたが、この流れ

でいうと、病院は早くても６年から７年後に

完成となるのではないかと思うところですが、

私のスケジュール感で良いのかお答えくださ

い。

また、仮に６年後、７年後になる計画が策

定されるとしたら、病院医師の合意が得られ

るのでしょうか。あわせて、早期完成を望む

市民は仕方がないとして理解すると考えるの

か、市長の考えをお聞きいたします。

次に、病院の規模についてです。

今後の協議において、今回解除した実施設

計と大きく変わらない結果が示された場合、

市長はその結果をどう判断するのかお聞きし

ます。

次に、基本設計等これまでに要した経費に

ついてです。

答弁では、基本設計費、旧看護師宿舎解体

の実施設計費、解体費、地盤調査費、実施設

計の契約費のうち、平成30年度分の前払い金、

これらの総額２億3,114万4,000円で、このう

ち支出済額は１億8,028万円となっており、今

後、実施設計の契約に伴い、これを清算する

費用が発生することとなるとの答弁でしたが、

今後、返還すべき総額の財源についてお聞き

いたします。

次に、近隣市への通院バスについてであり
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ます。

通院バスの運行について、医師会や近隣病

院に対して相談したことがあるのか、また、

相談した機会があった場合、どのような意見

が出され、どう説明したのかお聞きいたしま

す。

あわせて、現行の地域公共交通網形成計画

にある公共交通体系をさらに進めていくとの

答弁がありましたが、この計画において、本

当に通院バスの運行を盛り込めるのかお聞き

いたします。

次に、現施設の早期改修についてです。

現在の病院施設の整備には４億円程度の費

用がかかると聞いていおりますが、これから

病院建替え計画がゼロからスタートし、まだ

方針が決まらない中、これら整備を先行し、

計画的に整備する理由について、お聞きいた

します。

次に、病院建設と総合診療医の確保につい

てです。

市長は就任以来、病院医師と総合診療医の

確保について協議したことがあるのか、あっ

た場合、どのような協議内容であったのかを

お聞きいたします。

さらに、これまで全国で5,000人程度といわ

れている総合診療医の確保に向け、要請行動

を行った経過があるのかお伺いいたします。

次に、大学医局とのつながりについて再度

伺います。

退職する医師もおられる中、新年度の診療

体制に影響を及ぼす要因があるのかどうか、

お聞きいたします。

最後に、市民合意について再度お伺いいた

します。

病院建設後の将来像と将来推計への理解が

市民との合意と考えていることから、しっか

りとした財政推計をつくり、説明していくと

の答弁でしたが、財政推計をつくらない限り、

市民に対して病院建設の説明をしないという

ことなのかお聞きいたします。

また、何をもって市民合意が得られたとす

るのか、その判断根拠、判断基準について市

長に伺います。

次に、大綱２点目の空き家等対策計画の策

定について再度伺います。

今後、空き家の調査を行うとのことですが、

この１年間で十分検討する時間はあったかと

思いますが、この定例会後、いつから調査を

行うと考えているのか、また、いつまでに計

画の策定を終わらせる予定と考えているのか。

さらに組織体制についても、空き家等対策

計画の計画作りについては、十分な体制で臨

むことが必要かと思います。そのため、住宅

と関係する庁内部署との連携を強めながら進

めるべきかと思いますが、市長のお考えをお

伺いいたします。

次に、大綱３点目の教育行政について、東

明駅舎とＳＬ機関車について、再度お伺いい

たします。

今年もお盆には駅舎を一般公開しましたが、

答弁では、半日の公開を５回行い、260名以上

が訪れたとのことで、懐かしさや心の癒しを

求め、多くの人が集まる場だと私は思います。

そこで、駅舎の修繕や周辺の景観の整備な

どをぜひ進め、人の集まる居心地のよい場所

にするべきだと思います。

修繕や景観を整備するための財源ですが、

過去の一般質問にて、文化財のクラウドファ
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ンディングについて検討すると伺っておりま

したが、その取り組みについて、市単独では

なく、東明駅保存会などの地元団体との協力

関係を持つ方が目標達成につながると考えま

すが、市の考えとしてはどのようなものなの

か、教育長職務代理者にお伺いをいたします。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君 川上議員の質問にお答え

します。

まず１点目の検討会の設置時期につきまし

ては、年内の早い段階で、庁内及び院内にこ

れを設置し、これまで積み重ねてきた医療現

場の議論や病院長をはじめとした医療スタッ

フのご意見等を踏まえるとともに、地域連携

の強化に向けた議論や検討を行い、美唄にふ

さわしい病院建替え計画案の策定に向けた取

り組みを進め、早期に実施設計まで取りかか

れるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

２点目の病院の規模についてでございます

けれども、人口推計の動向や北海道地域医療

構想調整会議における協議などを踏まえつつ、

地域に求められている病床タイプと安定的な

病院経営に必要な病床数等を検討するなど、

将来を見据えて、美唄にふさわしい建替え計

画にしていきたいと考えておりまして、現時

点では、具体的には規模を何病床ということ

でお答えすることはできないところでござい

ます。これから検討するということでござい

ます。

３点目の実施設計の契約解除に伴う清算費

用につきましては、契約解除後、契約業者と

の協議が整い次第、今後、補正予算案として、

議会にご提案申し上げたいと考えているとこ

ろでございます。

その財源につきましては、病院が厳しい状

況にありますので、一般会計が負担するべき

経費だと考えております。

次に、通院バスでございますけれども、運

行につきましては、医師会や近隣病院への投

げかけをまだ具体的に行っておりませんが、

今後、病院の診療科など、経営形態が具体化

した段階で協議を行ってまいりたいと考えて

おります。

また、地域公共交通網形成計画を推進する

ための検証をこれから行うという形になって

ございますから、今後、市民の皆さんをはじ

め、交通業者と行政が共に支え合うための合

意形成、こういったものにしっかり努めてま

いりたいと考えております。計画の見直し段

階で、通院バスについてはしっかり検討を行

っていくということでございます。

次に、現施設の改修につきましては、新た

な病院建設計画による病院建設を急ぐ一方、

それまでの間、適切な療養環境の維持を図る

ため、経費をよく見極め、抑制しながら、必

要な修繕等を早期に行ってまいりたいと考え

ております。

次に、総合診療医の確保でございますけれ

ども、市立美唄病院職員との意見交換で、総

合診療医はニーズの高さに比べ、まだまだ供

給といいますか、数が育成されていない、少

ないということです。

それから、現場の医師らは専門医であって

も、総合診療医と変わらない気持ちをもって

診療されているということを伺っているとこ

ろでございます。

私としましては、日本プライマリ・ケア連
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合学会北海道ブロック支部の支部長ともよく

相談しながら、今後の医師確保に向けた取り

組みにつなげてまいりたいと考えております。

次に、医局とのつながりでございますけれ

ども、現在、医局から出張医を派遣していた

だいている診療科は、来年度も引き続き、ご

協力いただけるよう要請するとともに、常勤

医師の確保につきましても、より充実が図ら

れるよう、医局との関係性をこれまで以上に

大切にしてまいりたいと考えております。

次に、市民合意につきましては、財政推計

等に基づく将来負担や医療を取り巻く状況な

ど、しっかりとした情報提供をしながら、市

民の皆さんに判断していただく必要があると

考えております。

このため、市民の皆さんの声をお聞きする

場を十分に設定し、市民の皆さんの疑問や不

安に対して納得が得られるよう、十分な説明

を尽くすとともに、さらに市議会においても

慎重審議をいただきながら、合意形成を図っ

てまいりたいと考えております。

いずれにしても、市民が主権者ということ

でございまして、民意といいますか、市民の

意思をしっかり踏まえながら、市民が判断で

きる情報提供をしっかりしながら進めていく、

それがしっかりとした合意形成につながると

考えております。

次に、空き家等対策計画の策定時期につい

てでございますけれども、今月から現地調査

を開始し、来年度から所有者へのアンケート

調査を行うことにより、来年度中をめどに計

画を策定してまいりたいと考えております。

次に、組織体制についてでありますが、現

在、建築技師１名が都市建築住宅課と兼務し、

本計画の策定に取り組んでいるところでござ

いますけれども、今後も計画策定や令和３年

度からの事業着手に向けて、さらに必要な組

織体制の充実に努めてまいりたいと考えてお

ります。

●議長金子義彦君 教育長職務代理者。

●教育長職務代理者高橋泰浄君 川上議員の

質問にお答えいたします。

文化財のクラウドファンディングに対する

協力体制についてでありますが、文化財など

を適切に保存するためのさまざまな財源確保

の１つの方法にクラウドファンディングがあ

りますが、実際にクラウドファンディングを

行う際には、関係する地元団体の協力がある

ことで、目標額の達成に非常に近づくもので

あると考えております。

現在、駅舎やＳＬの修繕について、専門知

識のある企業に対し、概算額の調査を依頼し

ているところでありますので、金額などがま

とまりましたら、クラウドファンディングの

実施に向けて、関係する団体等と相談しなが

ら、多くの方々の協力が得られるよう取り組

んでまいりたいと考えております。

●議長金子義彦君 ６番、川上美樹議員。

●６番川上美樹議員 自席より再度お伺いい

たします。

大綱１点目の病院建設について伺います。

市立美唄病院の建替えを選挙公約の大きな

論点にし、市民の負託に応え当選した限り、

質問の各項目については、多くの市民がわか

る、理解できる内容の答弁でなければならな

いと考えるところです。答弁を伺いましたと

ころ、具体性があまりなく、大変残念に思い

ます。
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また、先ほど違約金等の返還金については、

一般会計からとのことで、当時14万円ほどの

市の貯金、いわゆる財政調整基金ですが、現

在は、市の貯金である財政調整基金は９億円

ほどとなっておりますが、その中から返還す

るという考えでよろしいでしょうか。

そして、今までの建設計画についてですが、

市にマッチしないということを主張されてお

りましたので、どのような規模で、どのよう

な部分を変更していくのかという、いわゆる

代替案、今までのはよくない、だから私はこ

うしたいのだという、かわりになる原案を具

体的に示す必要があると思います。

そのときそのときで説明が変わったり、今

後協議します、早急に対応しますと言いなが

ら、具体案がない抽象的な答弁を繰り返すこ

とは、市民主体のまちづくりどころか、市民

不在のまちづくりと言われても仕方ないと思

うところです。

７月議会でも申しましたが、市長になった

ら考えるという姿勢であったら、これは市長

として大きな問題と考えるところです。

市長は、市民主体のまちづくりを掲げ当選

されました。しかし、今の答弁では、多くの

市民は納得できない、そして我々議員も市民

に説明できない、その場しのぎ、思いつきの

答弁では、市政の運営はできないと思います。

私は、実現の可能性が極めて少ない公約を

掲げ、職員に課題を押しつける市政が、本当

に市民主体のまちづくりにつながるのか、今

の答弁を聞き、大きな不信感を持たざるを得

ません。

市立美唄病院の建設は喫緊の課題でありま

す。ピンチはチャンスに変えられます。さま

ざまな立場・意見はありますが、病院建設を

めぐって市民が二分されたようなまちになら

ないよう、市民に愛され、市民が市外の人に

も自慢できるような良い病院を目指し、美唄

に公立の市立病院があって良かったと思って

もらえるような新たな取り組みを早急に行う

べきだと思います。

新しい市立病院のソフト面とハード面のあ

り方について、市長にお伺いをいたします。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君 市立美唄病院の建替えに

関する具体的な内容というご質問でございま

すけれども、私は、12カ所の地区懇談会、そ

れから病院の職員への説明会でもお話ししま

したけれども、基本的に、これから美唄を取

り巻く環境、特に施設については、１回建て

れば、やはり30年、50年の利用という形にな

ると思ってございます。そういった中で、や

はり30年後、50年後を見据えた取り組みを考

えながら、そういった観点から、これからの

施設整備のあり方を考えなければならないと、

私はそのように考えております。

すでにご承知かと思いますけれども、国の

推計、社会保障人口問題研究所でも、現時点

から20年後、人口は約半分になるという予想

になっております。

今、約２万1,300人ぐらいですけれども、そ

れが約１万人になるという、このような現実

がございます。さらには高齢化率、65歳以上

の人口に占める割合、現在は42％ぐらいでご

ざいますけれども、それが20年後は約56％、

約６割近くになる、このような厳しい現実を

想定されているわけでございます。

これは、今まで日本全体も人口は増加しま
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したけれども、2008年、2010年あたりから、

人口が逆に減ってきているのです。

そういった中で、単に国内的な過疎・過密

というレベルではなくて、要は日本全体が人

口減少に繋がっているという非常に厳しい環

境にあると私は思っております。

さらに推計でいけば、21世紀末ですが、あ

と80年後には、なんと日本の人口が半分以下

になると、そのような予測も出ております。

そういった中で、今回12カ所の地区懇談会

に行って、直接市民の皆さんの暮らしの状況

について意見交換したわけでございますけれ

ども、非常に厳しい環境です。想像以上にこ

の10年間によって、大きく地域を取り巻く環

境というのは変わっていると考えているとこ

ろでございます。当然、財政規模、かまどに

つきましても、人口が半分になれば限りなく

半分に近づくという中で、今後、今維持して

いる行政サービスをどこまでやっていけるの

か。水道料、下水道料の値上げの問題もござ

います。介護保険の保険料の問題もございま

す。教育も今、中央・東を見ても、大規模校、

50年以上建築年次が経ってございます。これ

も建替えをしなければならない。庁舎も古く

耐震化ができていない。もちろん病院もそう

です。そういった諸々の中で、なおかつ将来

的に人口が減り、財源が厳しくなるという中

で、やはり厳しい選択をせざるを得ない。少

なくとも今までの病院の検討経過を見ますと、

従前の発想によって、なかなかそのような視

点がむしろ欠けているのではないかと私は思

ってございます。

そういった中、結果として市民の疑問に答

えられない状況の中で推移してきたのがこの

間の経過だと、病院問題については思ってご

ざいます。

実質、これまでの議会議論の中でも縮小す

べきだという批判があったわけでございまし

て、特に、特別委員会の中でも議会の中でも、

記録を読みますと、縮小すべきだという議論

になっていたわけでございまして、私はむし

ろ、そういったこれまでの市長の考え方の転

換といいますか、これまでの選挙前の議会の

縮小に向けた議論経過、こういった経過を踏

まえたら、今私がやっている見直しの形とい

うのは、当然、いわばそういった議会もあり、

市長の意を大した形の見直しに繋がっていく

と考えているところでございます。

そういう意味で、民意といいますか、市民

の意思をしっかり踏まえながら、新たな計画

を見直すと。それにまつわるいろいろな問題

は出てきますけれども、そういった問題もし

っかり課題解決しながら、新しい病院づくり、

厳しい将来を見通した中でも、持続可能な本

当に実現できる病院づくりを進めていきたい

と考えてございます。

●議長金子義彦君 次に移ります。

８番、松山教宗議員。

●８番松山教宗議員（登壇） 令和元年第３

回定例会において、大綱３点について市長に

お伺いいたします。

大綱１点目は、市長公約の進行管理と財政

運営についてであります。

７月の第２回市議会定例会では、同僚議員

から、市長選挙の公約に掲げた事業費の試算

と財源についての質問をしたところでありま

すが、その際、市長は、各施設の事業試算と

財源については考えていないという答弁をさ



- 27 -

れ、市立病院については、具体的なものは持

ち合わせていないとの答弁であったところで

あります。

また、公約を見込んだ財政推計の質問に対

しては、見直しを進めている中期財政運営基

本方針において、適切な財源確保に努めると

ともに、しっかりとした将来推計のもと、次

期総合計画との整合性を図りながら、公約に

掲げた施設整備の方向性について示したいと

の答弁があったところであります。

この答弁について違和感を抱いております。

各施設の事業費や財源を考えていない、具体

的なものは持ち合わせていないとしながら、

財政推計の質問では、しっかりと適切な財源

確保に努めるとした答弁であったところであ

ります。公約に掲げた各施設の具体的なもの

がない中、財政推計では、しっかりと財源確

保に努めるという答弁を聞いて、多くの市民

は、どう思うでしょうか。公約に掲げた以上、

このような答弁では、市長は無責任な市長だ

と思うのではないでしょうか。

まちづくり懇談会においても、公約に掲げ

たものについて、極めて抽象的な説明に終始

していたと聞いております。

７月議会でも、各施設の事業スケジュール

を示さず、道新の取材に対しても、理想・構

想論を展開し、施設の必要性だけ示す。これ

は、市長の掲げる市民主体のまちづくりどこ

ろか、市民不在のまちづくりそのものではな

いでしょうか。

板東市長は、市長に就任し２カ月が経過し

ました。７月議会では、市民が納得できる答

弁ではありませんでしたが、２カ月経過した

今、公約の推進に向け庁内協議がなされ、公

約に掲げた施設の事業スケジュールの大枠は

決定していることと思いますので、１つに、

市立美唄病院、栄幼稚園、生涯学習センター

のスケジュールについてお聞きするとともに、

２つに、公約に掲げた３施設の大枠の事業試

算とそれに伴う財源について、市長にお伺い

します。

大綱２点目は、立地適正化計画についてで

あります。

１つに、住宅行政についてであります。

美唄工業高校跡地への市営住宅建設は、コ

ンパクトシティ構想をもとに作成した立地適

正化計画の中で、いなほ団地、進徳東団地、

南美唄団地の３つの市営住宅を集約する計画

で進めてこられたと思いますが、市長は、８

月27日の道新取材に対して、本当に建替えが

必要か、需要はどうなるかといったことを検

討していきたいと述べております。

この新聞報道からすると、市長は、美工跡

地への市営住宅集約の考えを持ち合わせてい

ないと市民は感じ、今現在、老朽化している

市営住宅で、今回の市営住宅建設を待ち望ん

でいる入居者の方々は、先行きに大きな不安

を抱いたのではないでしょうか。

また、記事では、８月23日に開催された市

民会館でのまちづくり懇談会で、板東市長は、

旧美唄工業高校跡地の活用については、これ

までの流れは点検しており、基本的には、こ

の計画を見直していきたいと考えている旨を

説明したと記載されております。見直しの理

由については、道新取材で、ゆたかニュータ

ウンのような比較的新しく、設備が充実して

いる中で、空いているところもある。入所基

準の見直しを含め、検討したいと述べ、公営
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住宅を集約する立地適正化計画の見直しにつ

いて言及したところであります。

これらを踏まえ、質問をいたします。

１つ目に、市営住宅の建替えに関する経緯

と、これまでの点検作業、需要調査について

です。

板東市長は、これまでの流れを点検し、建

替えが必要か、需要がどうか検討していくと

の発言をしておりますが、私は、これまでの

立地適正化計画策定の中で、これら検討事項

は整理済みであると認識しているところです

が、市長は、これまでの流れをいつ、どのよ

うな方法で点検しようとしているのか。

あわせて、どのような需要調査を実施する

のか、お伺いいたします。

２つ目に、いなほ団地、進徳東団地、南美

唄団地の入居者の居住環境についてでありま

す。

これらの団地は老朽化が著しく、入居者か

らは改修等の要望が多かったのではないかと

思うところですが、直近３年間でどのような

改修を行い、今後、どのように改修しなけれ

ばならないのかお伺いします。

３つ目は、ゆたかニュータウンなど、設備

が新しい公営住宅の空室状況についてであり

ます。

板東市長は、道新取材において、これらの

流れを点検し、建設の必要性を検討するとの

発言をしている一方、新たな市営住宅を建設

しなくても、入居基準の見直しを図ることで、

３団地の入居者をゆたかニュータウンなどの

市営住宅に入居させることを視野に入れた発

言をされておりますが、入居基準のどの部分

を見直すのかお伺いをするとともに、仮に見

直した場合、３団地の入居者は、優先的に入

居できるのかお伺いします。

４つ目は、立地適正化計画の見直しについ

てであります。

板東市長も当然ご承知と思いますが、立地

適正化計画は、居住機能や都市機能の誘導、

生活環境の充実、効率的な財政運営などを基

本方針として、関連計画であるまち・ひと・

しごと創生総合戦略、人口ビジョン、公共施

設等総合管理計画、住民生活基本計画、公営

住宅等長寿命化計画との整合性を図りながら

作成されたものであります。

この計画の上には、最上位計画である美唄

市総合計画があります。

板東市長は、この市営住宅の建設に関連し、

立地適正化計画を見直す発言をされておりま

すが、この計画を見直すとした場合、これか

ら策定する次期総合計画や先ほどの関連計画

との整合性を当然図っていかなければならな

いと考えますが、板東市長は、立地適正化計

画のどの部分をどのように見直すのか、道新

で発言をしたのですから、当然、、庁内合意も

得ての発言だと思いますので、庁内議論を踏

まえた答弁をお願いいたします。

５つ目は、美工跡地の活用についてであり

ます。

美工跡地は公共的な活用を条件として、道

から無償譲渡を受け、道は、住宅建設のため

に校舎を解体したと認識しておりますが、今

後、道とはどのような協議をされるのかお伺

いします。

大綱３点目は、特別職についてであります。

１つに、教育長の退職についてであります。

７月第２回定例会、一般質問において、７
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月４日付北海道新聞の前教育長の早期退職に

関する記事をもとに、板東市長が市長就任前

に、任期満了前の教育長に対して早期退職を

促したのかどうか、４回にわたり質問をいた

しました。

その際、当時の退職届も資料要求し、その

中には、はっきりと公約実現に相反する教育

長を任期まで継続させることは市民理解が得

られないとの理由が書かれており、早期退職

を促されたので、やむなく辞職する旨の理由

が記載されていましたが、それでも一貫して

市長は促していないとの答弁であり、意見交

換会であると言われました。

最近では、全国的にも議会での市長の虚偽

発言が問題となり、さまざまな対応が見られ

るところでありますが、議会で答弁するとい

うことは、言うまでもなく、市民に対して答

弁するということであります。虚偽の発言は

決してあってはならないことだと思っており

ます。この件は、今後の市長と市民・議会と

の信頼関係に大きく関わりますので、改めて、

前教育長の早期退職を促した事実についてど

うなのか、真摯な答弁をお願いします。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君（登壇） 松山議員の質問

にお答えいたします。

初めに、市長公約の進行管理と財政運営に

ついて、市立美唄病院、栄幼稚園、生涯学習

センターのスケジュールについてでございま

すが、市立病院につきましては、しっかりと

した将来の見通しのもと、医師会や市民の皆

さんとの合意形成を図り、美唄にふさわしい

病院建替え計画を策定するために、早い段階

に庁内及び院内に検討会を設置し、来年度よ

り基本構想・基本計画を取りまとめていきた

いと考えております。

また、実施設計につきましても、私の任期

の４年間のうちに取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、栄幼稚園につきましては、パブリッ

クコメント手続きを経て、第４回市議会定例

会に美唄市立学校設置条例の一部を改正する

条例を廃止する条例案をご提案させていただ

き、ご審議をいただきたいと考えております。

次に、小中学校と一体となった生涯学習セ

ンター構想につきましては、私の任期中にま

とめて教育関係者をはじめ、地域の皆さん等

と協議しながら構想実現に向けた検討を取り

進めてまいりたいと考えております。

次に、公約に掲げた３施設の事業試算と財

源についてでございますが、市立美唄病院に

つきましては、新たな病院建替え計画を策定

した段階で、事業試算及び財源についてお示

しをしたいと考えております。

次に、栄幼稚園の事業費につきましては、

平成30年度の幼稚園管理運営事業に係る経費

と園長・教諭２名、公務補１名、特別支援教

育支援員３名の人件費を合わせた総額で申し

上げますと約3,220万円となっており、栄幼稚

園が存続した場合には、新年度予算に事業費

を計上してまいりたいと考えております。

なお、栄幼稚園に対する平成30年度地方交

付税としましては、約1,428万2,000円が措置

されているところでございます。

次に、生涯学習センターにつきましては、

私の任期中に構想をまとめた後に実現に向け

た検討を行うこととしていることから、現時

点では事業費はまだ試算していないところで
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ございます。

次に、立地適正化計画についてであります

が、市営住宅の建設について、建替え予定の

３団地の老朽化が著しいことなどから、市営

住宅の建替えは必要であると考えております。

そのため、改めて建替えの立地場所、規模、

予算、工程に関する検証を行った上で、市民

との合意形成を図ってまいりたいと考えてお

ります。

また、需要調査につきましては、今後、市

営住宅入居者に対しまして、利便性の高い場

所への移転など、その意向を把握することを

基本に調査を実施する考えでございます。

次に、いなほ団地、進徳東団地、南美唄団

地の過去３年における修繕件数並びに修繕費

用について申し上げますと、平成28年度につ

きましては、いなほ団地39件、138万1,212円、

進徳東団地23件、82万5,540円、南美唄団地16

件、61万9,880円となってございます。

平成29年度につきましては、いなほ団地35

件、232万6,390円、進徳東団地22件、229万

7,703円、南美唄団地10件、47万9,380円とな

ってございます。

平成30年度につきましては、いなほ団地28

件、238万3,227円、進徳東団地13件、122万

8,878円、南美唄団地10件、48万2,595円とな

ってございます。

また、３団地における主な修繕内容につき

ましては、床及び壁の補修や建具の改修、水

道管漏水、電気設備の不具合等となってござ

います。

今後の修繕につきましては、これまでと同

様に住民の皆さんが生活する上で支障がない

よう、速やかに対応してまいりたいと考えて

おります。

次に、建替え事業時における入居につきま

しては、新団地へ引越しを希望されない方が、

ゆたかニュータウンはもちろんのこと、既存

の他の団地へ移ることが条例上、可能となっ

てございます。

次に、立地適正化計画の見直しにつきまし

ては、総合計画との整合性を図りながら検討

してまいりたいと考えております。

次に、美唄工業高校跡地の活用につきまし

ては、関係住民の皆さんの意見をお聞きしな

がら、そのあり方を検討してまいりたいと考

えておりますので、その際、北海道との契約

事項に変更が生じる場合には、改めて、北海

道と協議をしてまいりたいと考えております。

次に、特別職について、教育長の退職とい

うことでございますけれども、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第10条には、｢教

育長及び委員は、当該地方公共団体の長及び

教育委員会の同意を得て、辞職することがで

きる｣と規定されているところでございます。

また、市長就任前である私には、辞任を促

すことはできるものではないと考えていると

ころでございます。

私が就任前に前教育長との面談の際にお話

ししたことが、そのように伝わったとすれば、

非常に残念なことだったと受け止めていると

ころでございます。

●議長金子義彦君 ８番、松山教宗議員。

●８番松山教宗議員 この場にて数点、再質

問をさせていただきます。

まず、公約事業のスケジュールについてで

ありますが、同僚議員からもありましたけれ

ども、市立病院について、任期中に実施設計
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に取り組みたいとの答弁でありましたが、任

期中といっても、任期ギリギリということも

有り得ます。

建設計画は、市民が一番関心を持っている

部分でありますので、何年後に開院予定で、

また必ず建設するのか伺います。

次に、栄幼稚園についてでありますが、パ

ブリックコメントを経て、第４回市議会定例

会に条例改正案を提出するとの答弁がありま

したが、市長は７月の同僚議員の質問に対し

て、相応の理由があれば、廃止となった条例

を改正する条例案を出すことができると明言

されました。そうだとすれば、これまで議会

で議論されてきた廃止決定に至る課題を解決

することを示した上で、パブコメを行うこと

になると考えますが、そのパブコメの内容と

あわせて、12月に提案した場合、本年度の入

園者の募集はどうするのか伺います。

次に、小中一体型生涯学習センターについ

てでありますが、任期中に構想をまとめ、教

育関係者をはじめ地域と協議しながら、構想

実現に向けた検討を進めるとの答弁でしたが、

私は、構想は協議が先で、その協議結果をも

とに構想をまとめ、市民の合意形成を図る手

順であるべきかと考えますが、この点につい

てお伺いします。

次に、公約に掲げた３施設の事業試算と財

源についてでありますが、市立病院、生涯学

習センターの２施設は、まだ何も試算されて

おらず、栄幼稚園についても人件費だけの試

算でありますが、安全対策についても、事業

費には何も触れておりませんので、栄幼稚園

は、しっかりと安全対策を講じなければ、開

園することはできないと思いますので、その

点を伺いたいと思います。

そして、今後策定する財政推計の中に、こ

の３施設の事業費を盛り込む時期はいつ頃に

なるのか伺います。

次は、立地適正化計画、市営住宅の建設に

ついてでありますが、市長は、栄幼稚園にお

いても中央小学校の大規模改修においても、

庁内議論がしっかりとされていない中で、対

外的に自分の考えを発信しまして、中央小学

校大規模改修に至っては、二転三転の末、大

規模改修工事を実施することを決定し、栄幼

稚園に至っては、総合教育会議での教育委員

の意見を無視して、閉園は大人の都合と、何

をもってこのような発言になるのかが理解で

きません。

西美唄のまち懇においても、栄幼稚園の存

続に大変厳しい意見が出されたと聞いており

ます。

そして今回は立地適正化計画の見直し、市

営住宅建設の見直しの発言であります。市長

は35年、行政経験をされておりますが、７月

議会でもしっかりと答弁をいただけず、立地

適正化計画においては見直しの発言をされ、

私は、市長が任期中、市民のために公約をど

のように順序立てて方向性を示していくのか

が見えてきません。議会等と信頼関係を持て

るようなことも、今後進めていただければと

思っております。

そこで、立地適正化計画、市営住宅につい

てでありますが、市長は、市民会館のまちづ

くり懇談会において、これまでの流れを点検

することと需要調査を行う旨、説明をされた

ので、私は１つ目の質問で市長が言う、これ

までの流れをいつ、どのような方法で点検し
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ようとしているのか、あわせて、どのような

需要調査を実施するのかお伺いします。

先ほどの答弁では、建替え予定の３団地の

老朽化が著しいことなどから、市営住宅の建

替えは必要であると考えておりますが、改め

て建替えの立地場所、規模、予算、工程に関

する検証を行った上で、市民との合意形成を

図っていくとの答弁でありましたが、また、

需要調査については、今後、これまでの流れ

をいつ、どのような方法で点検・実施するの

か答えていただいておりませんので、いただ

きたいと思います。

市長は、まちづくり懇談会において、これ

までの流れを点検しているとの説明をされて

いますが、これまでの点検・検証結果がどう

であったのか、改めてあわせて伺いたいと思

います。

また、先ほどの答弁では、市営住宅の建設

は必要だが、建設場所は検証するとのことで

したが、なぜ美唄工業高校跡地があるのに、

立地場所を検証する必要があるのか伺うとと

もに、あわせて、先ほどの答弁では、その必

要性を含め、市民との合意形成を図ってまい

りたいとのお答えがありましたが、市長の言

う市民との合意形成とは、どのような判断基

準で、合意形成が図れるのか、お伺いしたい

と思います。

次に、需要調査についてでありますが、答

弁では、市営住宅入居者に対し、利便性の高

い場所への移転を希望されのるかなどの意向

を把握することを基本に調査するとのことで

したが、法的に特別の理由がない限り、市営

住宅から市営住宅への転居は認められないは

ずであると思いますが、需要調査は、市営住

宅入居者に対し、利便性の高い場所への移転

を希望されているかなどの意向を把握するこ

とを基本に調査を実施するとのことですが、

その調査内容では、何を判断しようとしてい

いるのかお聞きしたいとともに、この調査は、

３団地だけの調査ではなく、比較的新しい市

営住宅入居者も含めての調査なのか、お伺い

したいと思います。

次は、いなほ団地、進徳東団地、南美唄団

地の入居者の住居環境についてでありますが、

先ほど、３年間の修繕件数及び金額の答弁が

ありました。

今後についても、これまで同様、住民の皆

さんが生活する上で支障がないよう、速やか

に対応するとの答弁でありました。

しかしながら市長は、まちづくり懇談会で

は、美唄工業高校跡地の活用については、基

本的には見直すと発言し、道新取材において

も、新しい公営住宅への誘導を念頭に、入居

基準の見直しの検討と立地適正化計画の見直

しに言及しているところであり、入居基準の

見直しの検討と、その発言を整理すると、板

東市長は必ずしも市営住宅の新築を想定して

いないと思うところでありますが、これまで

の答弁を聞くと、市長は市営住宅建設に極め

て消極的であると判断するところではありま

すが、市長は新築する考えを本当に持ってい

るのか、お伺いをしたいと思います。

また、この全団地において、入居基準の見

直しを行うのか、また、見直しをする場合、

時期はいつ頃になるのか、お伺いをしたいと

思います。

次に、立地適正化計画の見直しについてで

ありますが、先ほどの答弁では、立地適正化
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計画の見直しは、総合計画との整合性を図り

ながら検討するとの簡単な答弁でありました

が、板東市長は道新取材に対して、計画の見

直しについて言及しております。

新聞取材でコメントするということは、当

然、庁内合意を得ているものと考えますが、

どのような庁内議論を行い、立地適正化計画

のどの部分をどのように見直すのか、今現在

のお考えを伺いたいと思います。

また、立地適正化計画の見直しに伴う北海

道との協議についてでありますが、先ほどの

関係住民の意見を踏まえて対応するとのこと

ですが、ここで言う関係住民とは、誰を指す

のか、その関係住民の意見が市民合意の判断

基準になるのか伺います。

次に、美工跡地の活用方法でありますが、

北海道との契約事項に変更が生じた場合、改

めて協議したいとの答弁でありましたが、こ

の答弁を聞く限りでは、市営住宅を建設しな

いという意味であるのかと感じてしまいます。

市長のこれまでの発言やコメント、議会答弁

を見ると、私には、市長は市営住宅を建設す

るのかしないのかがわかりません。その方針

はいつまでに出すのかお伺いをしたいと思い

ます。

仮に、市営住宅を建てないとした場合、北

海道との約束を守る上で、どのような利活用

策があるのか、考えがあればお答えをいただ

きたいと思っております。

次は、教育長の件ですが、面談または意見

交換の際に何をお話しされたのか、その内容

を伺い、市長の言うように、辞職については、

どのような経過であろうと、最後は自身で判

断することであり、そのことを問題としてい

るのではなく、道新に掲載された記事や退職

願いの内容にある就任前の意見交換の場で、

任期まで教育長が残ることは市民の理解が得

られないなどの趣旨の発言について、発言を

したのかしなかったのか、改めてお伺いをし

たいと思います。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君 答弁準備のため、時間を

いただきたいと思いますので、よろしくお取

り計らいをお願いいたします。

●議長金子義彦君 どの程度、時間が必要で

しょうか。

●市長板東知文君 30分。

●議長金子義彦君 ただいまの松山議員の質

疑に対し、理事者より答弁準備の申し出がご

ざいましたので、午後１時まで休憩いたしま

す。

午前１１時５０分 休憩

午後 １ 時００分 開議

●議長金子義彦君 休憩前に引き続き、会議

を開きます。

８番、松山教宗議員の質問に対する答弁か

ら入ります。

市長。

●市長板東知文君 松山議員のご質問にお答

えします。

まず初めに、パブコメの内容ということで

ございますけれども、パブリックコメントに

つきましては、その概要の中に、指定管理者

であるＮＰＯ法人アルテピアッツァびばいと

連携を密にしながら、園児の見守りなどの必

要な対策を講じ、さらには教育委員会と連携
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し、しっかりとした安全対策を図っていく旨

を記載してまいりたいと考えてございます。

次に、今年度の入園の募集についてであり

ますが、入園を希望する保護者への対応につ

きまして、閉園の場合は、令和２年４月から

認定こども園、私立幼稚園、保育所等に転園

していただくことを前提にご了承していただ

いた上で、入園受け入れのご説明をしている

ところでございます。

次に、生涯学習センター構想についてであ

りますが、小中学校と一体となった生涯学習

センター構想につきましては、実現に向けた

検討を行うため、一定の方向性を示した中で、

市民との協議をすべきと判断していることか

ら、構想案を作成した上で、市民と話し合い、

協議を進めてまいりたいと考えております。

次に、市立病院でございますけれども、開

院の時期ということでございます。これは、

しっかりとした見通しのもと、医師会や市民

の皆さんとの合意形成を図り、美唄にふさわ

しい病院建設計画を策定する中で明らかにし

てまいりたいと考えております。

公約事業の財政推計へ盛り込む時期でござ

いますけれども、各事業の計画の見通しがつ

いた段階で追加してまいりたいと考えてござ

います。

次に、市営住宅の建設についてでございま

すけれども、初めに、入居基準の見直しにつ

きましては、公募において、一般世帯向け住

宅より単身向け住宅へ申し込みをされる方が

多い現状を踏まえ、10月の入居募集から、一

般世帯向け住宅に単身者が入居できるよう、

基準を見直してまいります。

次に、関係住民につきましては、意向調査

の対象となる３団地の入居者をはじめ、建替

え予定地の周辺住民の皆さんなどを対象とし

て、合意形成を図ってまいりたいと考えてお

ります。

また、立地適正化計画につきましては、総

合計画の策定後に、その計画内容を踏まえて

見直しを検討してまいります。

次に、美唄工業高校跡地につきましては、

まちづくり懇談会などのご意見や、３団地の

入居者の意向調査などを踏まえた上で、11月

以降に実施し、建替えが必要か、需要はどう

なのかを含めて検討して、建替え計画を進め

てまいりたいと考えております。

次に、前教育長との面談の内容についてで

ございますが、私の選挙公約であります栄幼

稚園の存続や小中学校と一体となった生涯学

習センター構想など、今後の教育行政につい

て、意見交換を行ったところでございます。

なお、市長就任前である私には、辞任を促

すことはできるものではないところであり、

就任前に前教育長との面談の際にお話しした

ことが、そのように伝わったということであ

れば、非常に残念なことだと思っているとこ

ろでございます。

●議長金子義彦君 ８番、松山教宗議員。

●８番松山教宗議員 再々質問として、２点

だけお伺いしたいと思います。

市長は、美唄工業高校跡地に市営住宅を建

設する考えは本当に持っているのかどうか、

改めてご確認させていただきたいと思います。

また、特別職についてでありますけれども、

一連の促されたという音源の会話を私は聞か

せていただきましたが、ちょっと促されてい

ると私は思っておりますが、市長は変わらず、
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そのように促していないという受け止めで良

いのか、改めてお伺いしたいと思います。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君 松山議員のご質問にお答

えします。

美工跡地への市営住宅の建替えについてで

ございますけれども、これは先ほど申し上げ

ました意向調査、これまでの立地適正化計画

を見直す中で、必要であれば、そこに建てる

ということも含めて、今後検討してまいりた

いと考えております。

次に、前教育長の退職の件、前教育長に早

期退職を促した事実ということでございます

けれども、これに対する私の事実認識・考え

方を申し上げますと、初めに、前教育長にお

会いしたのは、前教育長本人からの要請によ

りお会いしたということでございます。まず

これが１つ。

２つ目に、私が市長就任前にお会いしたと

いうことであります。したがって、市長とい

う法的な職務権限が発生していない、私人の

立場でお会いたということでございます。

それから３つ目に、市長就任後の市長の職

務権限として、市長が教育長を辞めさせるこ

とができるのは、法的根拠として罷免しかな

いのです。これは、ご承知のとおり、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の第７条

に載っているところであります。ここには限

定列挙という形で、その状況に｢該当する場合

を除き、その意に反して罷免されることがな

い｣ということです。

副市長の場合は罷免することができますけ

れども、教育長の場合は、委員会ということ

で独立性を持っておりますので、任命権者と

しては、議会の同意を得て任命しますけれど

も、罷免に関しては、やはり独自性のもと、

法律の条文に該当しない場合は、その意に反

して罷免することはできない形になってござ

います。

４つ目に、不当に早期辞職を促されたとい

うことであれば、これは本人の意思で辞任す

ることはなく、教育長として残ることは十分、

このときには可能だったのです。私はそのよ

うに考えております。不当であるということ

であれば、手続きをとって法的にも残ること

も十分可能であったということです。

あとは先ほど言いました私人の立場でお話

ししました内容につきましては、あくまでも

自治法上でも、私生活にわたることは公の上

で議論すべきではないという規定もございま

すので、そういったことから、具体的な中身

については、この場では控えさせていただき

たいと思ってございます。

●議長金子義彦君 次に移ります。

５番、山崎一広議員。

●５番山崎一広議員（登壇） 質問に入る前

に、先月の九州北部の大雨被害に遭われた

方々にお見舞いを申し上げるとともに、亡く

なられた方々に心からのご冥福を申し上げま

す。

また、今日でちょうど１年を迎えますが、

昨年、胆振東部地震で同様に被災された方々

にもお見舞いを申し上げ、１日も早い復旧・

復興を望むものであります。

それでは質問に入ります。

大綱２点について、市長にお伺いいたしま

す。

この場合、教育長職務代理者にもお聞きす



- 36 -

るところですが、市長の選挙公約に関わるも

のでありますので、すべて市長にお聞きした

いと思います。

大綱の１点目は、市長の政治姿勢について

であります。

すでに就任されて３カ月を過ぎ、市長選で

の選挙公約でありますが、特徴的な施策につ

いてしぼってお尋ねしたいと思います。

８月28日で終了しましたまちづくり懇談会

で、市内12カ所で市長の今後の市政への取り

組みと思いを言われてきたことと思われます

が、そこでぜひ、市長自身の認識と今日まで

の具体的行動や内容、そして、今後の政治姿

勢について、ご答弁をいただきたいと思いま

す。

その１つ目に、市立美唄病院の建替えにつ

いてでございますが、同僚議員からの質問も

ございますが、私は視点が若干違いますので、

あえて質問をさせていただきます。

すでに開催されましたまちづくり懇談会に

私も複数回出席させていただき、市長の考え

と市民の方々のご意見をいただきましたが、

「市立美唄病院長と話し合いをしてきた」と

言われ、その中で、「救急は受け入れます」と

言われてきましたが、具体的にいつ、どこで、

どのような回答をいただいたのか、お聞きし

ます。

次に、病院内にある所管は保健福祉部の医

療等拠点づくり推進室ですが、あわせて、事

務局内の体制について、事務局も含め、これ

らには若手の職員も多く、立ち止まってしば

らく経って、今になって議会の初日に廃止を

することで決めております。低迷している若

手の職員も多く、混迷しているのではないか、

どのような考えで、今後どのようにされよう

としているのかを伺います。

その３つに、病院建替えに向けて、自身の

考えではなく、院長や副院長、看護部長など

と意見交換は行ったことがあるのか。

先月の29日、行ったという話は聞いており

ますけれども、今日まで複数年、７年から８

年にかけて構築プラン、改築プランそれぞれ

を進めてきた今日までの経過を含めて、簡単

に変えることはできないのではないかと考え

ますが、この辺の考えをお聞きいたします。

その２つに、旧美唄工業高校跡地について

であります。

私が４年前に初当選したときも、この問題

をお聞きした経過があります。その後、道か

ら無償でいただいた経過、住宅建設で許可を

いただいていると聞き及んでおりますが、ま

ちづくり懇談会や報道では、見直し発言、見

直しはイコール白紙ととられますが、どのよ

うに見直すのか、改めてお聞きします。

その２つに、グラウンド周辺にあります道

職員住宅、教職員住宅ですが、現在、約３割

程度の入居状況と自身では確認しております。

これら学校職員の道営住宅入居状況と現状に

ついてお聞きいたします。

その３つに、栄幼稚園の存続についてであ

ります。

一昨年、継続審議までして、当時の総務・

文教委員会で審議され、後に可決されており

ますが、公約とはいえ、あえて廃止を継続す

るというのか、先のまちづくり懇談会でも厳

しいご指摘を受けたとお聞きしております。

栄幼稚園だけなぜ特別扱いするのか。募集停

止と条例廃止と言われて、一度可決したもの
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を今度は廃止、この辺について改めてお聞き

いたします。

２つに、園の関係者、特に保育士さんは非

常に困っております。

私も先だって訪ねてきました。答えは返っ

てきませんけれども、一昨年、継続審議とし

て当時の総務・文教委員会で審議され、すで

に可決されておりますが、選挙公約だけで取

り進めるのか、改めてお聞きします。

４つ目に、サイクルツーリズムと日本遺産

に登録されました炭鉄港についてです。

１つ目に、美唄市長は北海道のブロック長

となっておりますが、先だっても、そらちグ

ルメフォンド2019が開催され、距離別で３コ

ースに分かれ、約1,000人の参加があったと承

知しております。岩見沢市内を発着として、

月形、三笠、美唄と、サイクリングは、道空

知総合振興局が特に押している事業で、市長

はこれには参加されなかったと思いますが、

聞こえてくるのは、「私は自転車はしない」と、

競技に参加する・しないではなく、道の推奨

する事業を無視はできないと思いますが、ど

のように考えておられるのか、お聞きいたし

ます。

その２つに、６月の市長選挙前、５月20日

に文化庁から日本遺産登録されました炭鉄港、

美唄は特に、道道美唄富良野線の沿線が指定

されたとお聞きしておりますが、令和４年開

通予定の美唄富良野線の周辺整備をどのよう

に進めていくのか、改めてお聞きします。

大綱の２点目は、特別職の選任、人事案件

についてであります。

大綱の１点目と同じ、市長就任後、今日ま

で、議会に人事案件としてなぜ提出されない

のか。２定の最終日に出されるのかと思いき

や、今議会にも提出されていません。市長は

現職時代、総務部長を経験され、そして教育

長、さらに副市長を経験されておりますが、

どうしてここまで議会にアクションを起こせ

ないのか、議会に上げるタイミングが悪いの

か、何か弊害があるのか、議会が反対してい

るのか、その辺について、お聞きいたします。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君（登壇） 山崎議員のご質

問にお答えいたします。

初めに、私の選挙公約とこれまでの取り組

みについてでありますが、市立美唄病院の建

替えにつきましては、砂川市立病院との救急

医療について、病院長に就任挨拶に伺った際、

美唄市内の急性期患者の受け入れについてお

話しがあったほか、去る７月９日に、美唄市

医師会の主催による救急医療意見交換会が開

催され、オブザーバーとして出席された砂川

市立病院長から、救急医療に対するご発言が

ございました。

この中で、「美唄市内で救急患者の受け入れ

を行い、高度急性期、急性期の患者について

は砂川で受け入れたい。その後、急性期治療

を終えた回復期の患者やリハビリを要する患

者については、美唄市内でしっかりと受け入

れてほしい」とのご意見をいただいたところ

でございます。

次に、今後の体制につきましては、早急に

関係機関との協議を開始し、建替えに向けた

庁内・院内の検討会を設置するなど、必要な

業務を進めるため、体制を見直してまいりた

いと考えております。

次に、病院建替えに関する病院職員との意
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見交換につきましては、これまで、院長と二

度の面談を行っているほか、去る８月29日に

病院内で説明会を実施し、市政運営にあたっ

ての基本姿勢や新たな建替え計画の策定につ

いて、院長をはじめ医師、看護師、医療スタ

ッフに説明し、意見交換を行っているところ

でございます。

次に、美唄工業高校跡地につきましては、

その経過といたしまして、市営住宅の再編の

ための建設用地として申し入れ、平成30年３

月に無償譲渡を受けたところでございます。

公営住宅の建替えにつきましては、改めて

その必要性などを含めて、これまでの経過を

点検し、市民の皆さんとの合意形成を図って

まいりたいと考えております。

このため、今後、市営住宅入居への意向調

査を実施するとともに、周辺地域の皆さんに

もご意見をお聞きした上で進めてまいりたい

と考えております。

次に、美工跡地周辺の教職員住宅の入居状

況と管理状況につきましては、全８棟24戸の

うち、６棟に13戸が入居しており、２棟につ

いては、集合玄関をコンパネで封鎖している

と伺っております。

次に、栄幼稚園存続に係る条例改正につき

ましては、今後の予定として、栄幼稚園存続

に伴うパブリックコメント手続きを経て、第

４回市議会定例会に「美唄市立学校設置条例

の一部を改正する条例を廃止する条例案」を

ご提案させていただき、ご審議をいただきた

いと考えております。

次に、栄幼稚園につきましては、アルテピ

アッツァ美唄の景観と一体化した、やすらぎ

と心和む空間をつくり、自然や彫刻と触れ合

う中で、子どもたちの情操を育みながら幼稚

園教育を行っている、全国でも他に類を見な

い幼稚園として、高い評価を得ているところ

であり、市内の保護者ニーズもあることから、

こうした本市の特徴ある栄幼稚園を存続して

まいりたいと考えているところでございます。

次に、サイクルツーリズムにつきましては、

自転車で移動しながら田園風景や豊かな自然、

おいしい食など、美唄の魅力を体感すること

ができる手段であると認識しております。

今後も関係自治体や空知総合振興局などと

も連携しながら、美唄ならではの観光資源を

有効に活用できる観光メニューの１つとして

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、炭鉄港につきましては、関係市町で

構成する炭鉄港推進協議会におきまして、文

化庁の地域文化財総合活用推進事業を活用し、

情報発信や受け入れ環境の整備などに取り組

むところでございます。

このため、市としましては、炭鉱遺産の歴

史的・文化的な価値を十分に活用し、今後の

地域活性化につなげてまいりたいと考えてお

ります。

次に、特別職の選任について、特別職の人

事案件についてでありますが、現在、所要の

手続きを進め、今般の定例会において付議す

る予定でございます。

●議長金子義彦君 ５番、山崎一広議員。

●５番山崎一広議員 自席より再質問させて

いただきます。

まず、病院の建替えですけれども、実は先

週の日曜日、選挙時と話が違う、市長の公約

白紙騒動という生放送を興味本位で見ていた

ところ、これは茨城県鹿嶋市ですが、選挙に
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当選された市長が、観光資源と市民サービス

の拠点にしようとしていました鹿嶋神社のす

ぐ近くに、市が郷土史料館をつくる計画があ

ると、そこの場所に改めて建てようとしたと

きに、白紙撤回を求める市長側が勝ちました。

ところが当選後、建設を後押しする発言に変

わりまして、住民から不信任案が出てきてい

ると放送しておりました。見ておられないと

思いますけれども、これと似ているとは言い

ませんけれども、すべての公約の部分を含め

まして、前市長がやられたことを見直してい

くと、先ほども言いましたが、見直しとは全

て白紙になると、私はそのように思っていま

す。やはりスピード感を持って行動すべきだ

と考えますし、院長と話し合ったと言われま

すけれども、近隣市とのバランスもあります。

救急で搬送した後、どのような実態か市長

はご存じですか。20分はおろか30分、40分も

待たされる。砂川の地元の人間を優先すると、

これははっきりと救急隊員や他からも聞いて

おります。横におられる消防長に聞かれても

良いと思いますけれども、これが実態です。

それともう１つ、これはある方から聞きまし

た。美唄からは受け入れるなと言われている

のです。

また、近隣市では一部ですけれども、２億

円という話を聞いております。負担金を支払

っているところもございます。

やはり、これらのバランスを見て、簡単に

隣の市、岩見沢もしくは砂川に運ぶ、札幌ま

ではちょっとわかりませんけれども、これら

を早急に調べるべきです。簡単に院長がうん

と言っても、市長もご存じのとおり、せき損

センターと一緒にやるときに、せき損はノー

と言いました。現在のせき損センターについ

ては、ほとんどの市民が知りませんけれども、

救急搬送は一切お断りしています。

もう１つは、ドクターヘリが来ても、自分

のところで頼んだドクターヘリは受け入れま

すが、それ以外のドクターヘリは、市に連絡

をして、救急車が消防から行って、わずか何

百メートルの間も市にお願いしています。自

身のせき損センターに救急車はあります。そ

こで再度ダメだったときには、また市にお願

いして、救急車で隣町、近隣に運んでいきま

す。

それと民間病院、なぜ救急を行わないのか。

当たり前です。金がかかるからです。市だか

ら救急を含めてやらなければ、お金がかかる

のは当然なのです。だから本市の市立病院の

役割は必要なのだと私は思っております。

同僚議員の中に市立病院は要らないという

方はいないと思いますけれども、市長は、庁

内・病院内に市民の検討会を設置し、議論を

踏まえ、合意形成を図りたいと言われました。

合意形成とは何ですか。

先ほど同僚議員からもありました。市民が

判断できるというお言葉をいただきましたが、

最終判断は市長自身だと思います。それぞれ

の意見を聞いて、この部分、再度もう一度こ

の辺は市長にお尋ねしたいと思います。

それと、早急に進めないと50億は高いと言

われております。同じように、先ほど同僚議

員からもありました。このスケジュールでい

くと、６年後か、現状のコスト単価、道に聞

いても間違いありませんが、足場などを含め

て、すでにコストアップしています。２年、

３年、４年、５年、６年後、さらに上がりま
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す。50億が高いと言われたのが、今度は仮に

45億で終わったとします。当初の計画の半分

以下の病院であれば、当時賛成した方々は怒

ると思います。この辺も含めて、再度お聞き

します。

次に、事務局の体制ですけれども、先ほど

も言いましたが若い医者もおります。私は現

状の見直しが必ずや必要だと思っております。

ある意味、決定権、人事権も含めてそちらに

ありますので、早急に、10月で行うのか来年

４月に行うのかはわかりませんけれども、こ

のことについてのお答えをお願いしたいと思

います。

院長などとの話し合いですけれども、私は

今まで、５人の首長に仕えてきました。あま

りこのことについては言いたくなかったんで

すけれども、私が使えた初代の首長が、やは

り一番良かったかと。現在は副市長ですけれ

ども、当時の助役、やはり部長職とけっこう

連携・連絡をとっておりました。ですから道

から来た方でしたけれども、職員の名前もけ

っこう知っておりました。今の市長が知らな

いわけではないと思いますけれども、当然、

この辺、話し合いは絶対に行うべきだと、時

間に余裕があるときこそ職員を呼び込んで、

どうなのだという話をするべきだと私は思い

ます。これも早急に実施していただきたいと

思います。

それと市長は、あちこちのまちづくり懇談

会でも、自治組織代表者会議でも言っており

ます。プライマリ・ケアについて、患者の抱

える問題の大部分に対処でき、かつ継続的な

パートナーシップを築き、家族及び地域とい

う枠組みの中で、責任をもって診療する臨床

医によって提供される総合性と受診のしやす

さを特徴とするヘルスケアサービスでありま

すと書いております。市にはこの部分の骨格

はあります。事務局もあります。ただ、事務

局も来年３月末で終わるという話も聞いてお

ります。北海道の事務長であります木村先生

も辞めるという話を私は個人的に会っており

ますので知っております。この部分も市長、

早急に話し合い、市長自身の思いでやろうと

思っても、後で見たときにできません。この

辺、早急に回答をお願いいたします。

それと、旧美工跡地についてはわかりまし

た。意向調査は予算措置はされておりますが、

すでに半年が過ぎております。まち懇でも実

施すると言っておりましたが、いつされるの

か、この辺も改めてお聞きします。

また現在、職員の道営住宅、多分24戸だっ

たと記憶しておりますが、活用はできないの

か、これは前にもお聞きしましたけれども、

私は活用方法を考えるべきかと思います。道

営住宅でも良いと思います。入居方法、これ

を実施していただきたいと思います。

それと、担当が若干違うのかもしれません

が、周辺の道路整備、特に市役所前に通じる

昭和通りや中央通りにつながる通り、旧美工

の一塁側といいますか、ネット裏から市役所

前に続くこの通りも、拡幅要請が４年ほど前

に、昭和町内会や有為町内会から多分上がっ

ていると思います。この辺も市民との合意形

成と言われますけれども、これを庁内組織の

合意形成で進めていますので、ぜひ、この辺

も早急に進めていただければ、ご回答をお願

いしたいと思います。

それと栄幼稚園、これは板東市長が言われ
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たわけではないのですけれども、２年ほど前、

この質問を持ったときに、森川部長にも言い

ましたけれども、部・課長は何と言って閉園

に向けて議会や市民に説明したかと言ったら、

下を向いておりましたけれども、当然、そう

だと思います。委員会で、今度は開園に向け

て、どのような考えで言ってこられるのか楽

しみにしております。自身が決めたわけでは

ない、トップの判断ですので、これは従わざ

るを得ないかと思いますけれども、この辺、

職員の気持ちも少し考えてあげるべきだと思

います。

それと、先の２定の一般質問でも言いまし

たが、来月10月に入りますと、市内の２園は、

すでに来年度の募集要項をまとめ、11月に新

聞折り込みも含め、入園料を明記して募集を

開始するのです。栄幼稚園は、いつこれを実

施するのか。同僚議員も先ほどから言ってお

りますが、12月では遅過ぎます。

当初通り閉園で、検討した結果、やむを得

ない、時間がないと、私はこれで良いと思い

ます。

あえてこれは言いたくありませんけれども、

10年ほど前の政権交代のときも同様です。マ

ニフェスト、マニフェストと、当時は流行っ

ておりましたけれども、無償化に走りすぎて、

財源がないのをよく確認せず発言した部分で、

２・３年足らずで政権交代しました。

あれは本当に私もある意味、期待しており

ました。高速の無償化、幼稚園も含めてすべ

て無償化、ところが財源がない、本市と同じ

です。

栄幼稚園、多分、西美唄だけだと思うので

すけれども、うちの学校や幼稚園をすべて潰

して、なぜあそこだけ特別扱いするのだと言

われたと思いますけれども、この辺も含めて、

私は開園すると言ったけれども難しいという

お答えをいただきたいと思います。この辺、

お考えがあればお願いしたいと思います。

それと、熊もそうですけれども、数年前、

ピパの子保育園を開園するにあたって、実は

私、当時は保健福祉部長でアンケート調査を

したことがあります。この時に、公立の幼稚

園、保育所へのアンケート結果ということで、

約８割の方が、将来的に１つになることに賛

成しております。認定こども園ひまわりに当

時通っていた父母の方も76.19％が賛成です。

ある意味、自分の子どもが通っている間には

ならないという、そのような思いもあるのか

もしれませんけれども、学校統合も同様です。

自分の子が行っているときにはやめてくれと、

これが一部の親の願いです。のど元過ぎれば、

もう閉園でも良いのではと、合併しても良い

という考えになるのは、人間の心理として当

たり前かと思いますけれども、この辺、こち

らに資料がありますので、もしよろしければ、

後で差し上げます。この辺を含めて、もう一

度、開園に向けて、やめるという考えも含め

て、協議をすることが必要ではないかと思い

ますが、ご答弁をお願いします。

それと、サイクルツーリズムと炭鉄港につ

いて、本市は道道美唄富良野線開通後、まさ

に入口であり、出口であります。

美唄ダムから美唄市街に向かっていきます

と、炭鉱の巻き上げ機、石炭採石場、国設ス

キー場、安田侃さんの炭鉱の碑、春先ですけ

れども、旧岡田邸の滝もあります。そしてア

ルテピアッツァ美唄、東明駅舎、機関車、サ



- 42 -

ン・スポーツランド美唄、サイクリングロー

ドと、これらすべてを点で結ぶ戦略が必要で

はないかと思います。

市長が企画の主査のときですか、私も同行

しましたけれども、倉本總さんが美唄に来ら

れて、一緒に炭鉱の碑を含めて、炭鉱の巻き

上げ機まで一緒にいった記憶があります。こ

のときに言われた言葉が、東明駅舎に行って、

「この機関車は動かないのですか」と。「使え

ます」と。「“昨日、悲別で”でこのホームを

使えます」と。炭鉱の巻き上げ機、採石場に

行ったら「川の向こうに客席場を作って、こ

の上で、“昨日、悲別で”をやってみたい」と。

発想が全然違います。

同様のことを花柳鳴介さんも言っておりま

した。「採石場の上で踊ってみたい」と。何を

考えているのかと私は思いましたけれども、

同様に｢川の向こうに観客席を作って｣と。「先

生、距離が何メートルあると思いますか」と。

そんなこと彼らには関係ありません。

またもう１つ、侃さんとアルテピアッツァ

でくつろいでいるとき、「向かいの川の上から

水を落としたい、水を引っ張って滝を落とし

たい」と。これは冗談になりますけれども、

「先生、市長が滝なので、滝を落とすのはや

めてくれ」と言ったら笑っていました。

そのような部分、あの道道美唄富良野線は

本当に夢のある、このままで行ったら隣町の

三笠の高校生レストランに全部とられてしま

います。

市長も認識されていると思いますけれども、

ぜひ、開園に向けて、炭鉄港や東明駅舎も含

めて、昔は山のお祭りのときに開けておりま

した。先ほど聞いたら、夏場に午前中に何回

か開けたといいますけれども、本当に良いと

ころですので、あの辺は残すべきかと思いま

す。これはご答弁は要りませんので、よろし

くお願いします。

最後、大綱２点目、人事案件、ずいぶんあ

っさり答えていただきました。

それでは少し踏み込んでお聞きしたいと思

いますけれども、なぜ７月定例会最終日に取

り下げられたのか。人事権も提案するのもそ

ちらです。しかし、決定権はこちらにありま

す。反対しようなどという気はさらさらあり

ません。人物もそれぞれ聞こえてきておりま

す。提案されてからの話になりますけれども。

あまり言いますと、市長の女房役がいないと

いうことで、大変苦労されている今議会もあ

りますけれども、職員も今議会定例会の質問

の答弁調整も大変だと思います。市長自身で

全部やるのも大変だと思います。この辺、や

はり早急に考えて、提出していただければ、

答弁は同じかもしれませんけれども、あえて

求めます。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君 山崎議員のご質問にお答

えします。

私の選挙公約と今後の取り組みについてで

ありますが、救急医療における市立美唄病院

の役割につきましては、緊急時の拠点として

の機能や公的医療機関として担うべき役割を

果たしていることからも、必要不可欠なもの

と考えております。

次に、今後の組織体制につきましては、業

務を進めるにあたり、10月をめどに、必要な

体制を見直してまいりたいと考えております。

次に、建替えに向けた打ち合わせにつきま
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しては、美唄らしい新たな病院建替え計画策

定に向けて、これまで積み重ねてきた議論、

それから院長をはじめとした医療スタッフと

の意見交換なども十分踏まえながら、院内に

検討会を設置し、そういったものを生かしな

がら、さらに協議を進めてまいりたいと考え

ております。

次に、建替え対象の市営住宅入居者への意

向調査の実施時期につきましては、11月をめ

どに実施することで、現在、準備をとり進め

ているところでございます。

次に、美工跡地周辺の教職員住宅の活用に

ついてでございますが、北海道に確認しまし

たところ、道の職員住宅として、現在も利用

しているところであり、今後、道営住宅とし

ての活用はないものと伺っているところでご

ざいます。

次に、美工跡地周辺の道路整備につきまし

ては、市全体の道路状況も踏まえながら、過

去にも実際に行っております建替え事業にお

ける道路整備、これは財源対応、補助事業の

対象となりうる道路でございますけれども、

こういったことも含めながら、さらに検討し

てまいりたいと考えております。

次に、美工跡地の活用につきましては、意

向調査を踏まえ、さらに検討を重ねてまいり

たいと考えております。

次に、栄幼稚園に入園を希望する保護者へ

の対応につきましては、閉園の場合は、令和

２年４月から認定こども園、私立幼稚園、保

育所等に転園していただくことを前提にご了

承していただいた上で、入園の受け入れの説

明をしているところでございます。

栄幼稚園は、七十数年かけて培った素晴ら

しい美唄の教育だと私は思ってございます。

中央幼稚園、公立の大きな幼稚園が閉園した

後も、父母の希望によりスクールバスのない

中、あのような環境の中で、ぜひ子どもを教

育したいということで、これまでいろいろな

課題はございますけれども、今日まで続いて

きた大きな美唄の財産だと私は考えてござい

ます。これはやはり、次の世代にバトンタッ

チすべく、存続にさらに努めてまいりたいと

思います。美唄の子どもたちのために、また、

美唄の教育の宝として、しっかり次の世代に

引き継いでまいりたいと私は考えているとこ

ろでございます。

それから、副市長並びに教育長の人事案件

についてでございますけれども、今般の定例

会において付議する予定でございまして、現

在、所要の手続きを進めていると先ほども申

し上げましたけれども、しっかりご同意を得

ることができるよう、私自身も努力してまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

●議長金子義彦君 ５番、山崎一広議員。

●５番山崎一広議員 最初に言いました病院

建替えについて答弁がなかったものですから、

地元から美唄を受け入れるな、ましてや一部

負担金払っている近隣市もあると。この部分

をどのように認識されているのか。

それとあわせまして、先ほど言いました市

民合意、そして市民が判断できるということ

で、同僚議員からの質問で言われましたけれ

ども、この辺も何を基準にして判断するのか、

私はやはり最終的に決めるのは市長ご自身で

ないかと思いますけれども、この２点を再度

お伺いします。
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●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君 山崎議員のご質問にお答

えします。

圏域全体の医療市を活用しながらというお

話では相当難しいのではないかということで

ございます。私も現状においては、そのよう

な認識は十分もってございます。ただ、今後

のこと、やはり20年後、30年後を考えた場合、

空知圏内でも人口が４割減、美唄も半分にな

るという状況の中で、明らかにベッド数一つ

を考えても、今の道の医療計画、地域医療構

想計画そのものを含めても、ギャップが出て

いるのが実態でございます。そこをやはり、

誰かが踏み出して、あるべき姿のバランスを

とるような動きというのは絶対に必要だと思

いますので、そういう意味では、現実は確か

に厳しいかもしれませんけれども、将来に向

かって、しっかりと責任をとる意味でも、私

としましては、そういった状況を少しでも変

えるような努力をしてまいりたいと思ってご

ざいます。

このまま現状で推移していくと、非常に厳

しい現実・将来が待っているという中で、将

来に責任ある行動として、そういったものに

しっかりと対応していかなければならないと

私は考えているところでございます。

市民合意につきましては、基本的に、これ

は市民が主権者であるという前提のもとで、

我々は市民の民意を受け止めながら、限られ

た時期、権限を負託されていると私は考えて

ございます。そういう意味では、常に民意と

いったものを意識しながら、どういった形で

民意を自ら体現しながら、それを行政上、任

された権限内で実現していくのか、そこは、

我々執行機関も議決機関も同じ立場だと思っ

てございます。そういった意味でも、お互い

にいろいろな考え方がございますけれども、

そのような視点に立って、市民が主権者であ

るということを前提に、さまざまな面から足

りない意見を重ねていく中で、より良い方法

が目指すものと、民意がより反映されるもの

と私は考えているところでございます。それ

をもって合意形成だと私は思ってございます。

したがって、今回の病院建替えについては、

少なくとも合意形成はできていないと私は考

えております。それが今回の結果にもつなが

ったと思ってございますし、私はそういった

民意を自ら体現といいますか、そういった民

意に沿って必要な見直しを行うという考え方

でございます。

●議長金子義彦君 次に移ります。

３番、齋藤久美夫議員。

●３番齋藤久美夫議員（登壇） 令和元年第

３回定例会にあたり、簡潔に大綱２点、第６

期美唄市総合計画の農商工連携における新商

品開発関連及び美唄自衛隊について、市長に

お聞きいたします。

まず大綱第１点目の新商品開発関連であり

ます。

第６期総合計画では、市内で生産される農

産物に付加価値をつけた新たな製品開発に関

する試験研究及び商品の６次化、そして新商

品等に関する販路開拓の取り組みの促進によ

り、食のブランド化を図るため、市も農商工

連携推進助成事業を創設して、美唄の食と農

の魅力を生かした商品開発等を支援する、ま

た、農商工事業者が連携して、各種展示会や

物産イベントに参加し販売促進を図るととも
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に、市のホームページ等により、商品やサー

ビスに関する情報を発信し、開発商品の定着

を支援するとあります。

第６期総合計画は、まだ１年半の期間を残

しておりますが、その計画の中で、まちづく

り成果指標として、新たに商品化された特産

品数を平成25年では５商品であったものを、

平成32年、つまり令和２年で15商品としてお

り、そこで質問の１つ目は、現時点における

目標達成数及び本計画終了年度での目標達成

見込み数、２つ目は、販路拡大における各種

ＰＲ活動の状況及びその成果についてお伺い

するとともに、これから徐々に総合計画の分

野別に成果の評価・分析、そして次期計画に

改善・反映させることと思いますが、質問の

３つ目は、この事業の次期計画の方向性をお

聞かせいただきたいと思います。

さらに、これらと関連して、美唄市まち・

ひと・しごと創生総合戦略における４つの基

本目標の１つである産業を元気にして、安定

した雇用を創出するの中で、農業の６次産業

化の推進をあげ、その具体的な施策の中で、

良質な農産物を加工して付加価値を高めるこ

とにより、農業所得の向上と経営安定が図ら

れ、加工の取り組みの拡大も見込まれること

から、商品の開発研究のための食品加工研究

センターの検討設置とありますが、４つ目は、

この食品加工研究センターの構想の概要、５

つ目は、現時点でのその進捗状況について、

お聞かせ願います。

次に大綱の２点目は、美唄自衛隊について、

お聞きいたします。

美唄駐屯地は、昭和53年３月に第126特科大

隊を機関部隊として開庁し、平成５年３月に、

第126特科大隊のかわりに、第２地対艦ミサイ

ル連隊が新編され現在に至り、たゆまぬ日々

の訓練により、部隊の精強化を図り、また、

地域に対する貢献も災害派遣、そして、各種

行事支援等の多岐にわたり、市民の自衛隊に

対する理解も高まり、平成30年駐屯地開庁41

周年記念行事におきましては、市中パレード

を開催する等、市民にとって、自衛隊はなく

てはならない存在となっております。

そして今年の８月に、市長は、北海道自衛

隊駐屯地と連絡協議会とともに、北海道にお

ける自衛隊の体制強化のため、防衛省にその

陳情に赴かれておりますが、市長の就任後、

約２カ月が経過いたしまして、以下の２点、

市長の美唄自衛隊の存続等に対する考え、そ

して、その維持・拡充のためにどのような活

動を行っているのかをお伺いたします。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君（登壇） 齋藤議員のご質

問にお答えいたします。

初めに、第６期美唄市総合計画について、

第１楽章第１項｢農商工連携｣についてであり

ますが、現時点における商品化された特産品

数の目標達成数及び計画終了年度での目標見

込み数につきましては、これまで、農商工連

携等推進補助金により、美唄産農産物を活用

して商品化されたものとしましては、米粉や

大豆のほか、羊乳やハスカップを使用したも

ので、７商品が生まれております。

また、計画終了年度までの目標達成見込み

数につきましては、現在、開発されておりま

す４商品を加えますと、本年度末までに11商

品となる見込みであり、引き続き、計画終了

年度までの目標達成に向けて取り組んでまい
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ります。

次に、新商品等に関する販路拡大における

各種ＰＲ活動の成果につきましては、さっぽ

ろオータムフェストなどのイベントのほか、

北海道どさんこプラザや道内外の小売店で販

売を行っており、市内におきましては、食の

フリーマーケットやアンテナショップＰｉＰ

ａなどで、商品の販売を行っているほか、ふ

るさと納税の返礼品として活用しているとこ

ろでございます。

このほか、商業者自らが行う取り組みとし

ましては、雪エネルギーを活用して、貯蔵や

乾燥を行った干し芋やにんにくの加工品など

が商品化され、東京のどさんこプラザなどで

販売されているところでございます。

次に、本事業の次期計画の方向性につきま

しては、私が選挙公約に掲げました｢いのちを

育む食と農のまちづくり｣に向けて、農業と商

工業の連携を進め、雇用の創出や新産業の展

開を促進するとともに、農業と地元企業をし

っかりと支えてまいりたいと考えており、農

商工連携助成事業などのこれまでの成果の検

証を行うとともに、次期計画に必要な取り組

みを進めてまいりたいと考えております。

次に、美唄市まち・ひと・しごと創生総合

戦略における基本目標の｢農業の６次産業化

の推進｣についてでありますが、食品加工セン

ターの構想の概要と現時点での進捗状況につ

きましては、これまで、空知管内の市町村に

おける農産物加工施設の設置状況の調査と、

岩見沢市栗沢クラインガルテンの農産加工室

や北海道立総合研究機構の食品加工研究セン

ターの状況を現地確認したところでございま

す。

また、これまで関係団体と情報交換を行っ

た中では、農産物加工に関する技術習得や新

たな販路開拓などの課題もあり、現行の総合

戦略の推進期間内に食品加工研究センターの

構想の作成や設置までには至っていないとこ

ろでございます。

今後につきましては、６次産業化を進める

ための必要な環境整備について、これまでの

取り組みの検証や課題の抽出、さらには関係

者のニーズ等の把握に努めながら、次期総合

戦略に向けた検討を進めてまいりたいと考え

ております。

次に、自衛隊について、陸上自衛隊美唄駐

屯地の維持・拡充についてでありますが、駐

屯地の存続等に対します私の考え方につきま

しては、昭和53年の開設以来、42年という長

きにわたり北方地域の防衛はもちろんのこと、

近年多発しております災害対応や高齢者宅の

除雪などの支援をはじめ、ヘルシーロードレ

ースや雪んこまつりのイベント協力など、地

域に密着した活動や市民の皆様との交流を通

じて、地域との強い絆を築かれているととも

に、現職及び退職自衛官の方々が、本市の経

済・雇用に与える効果も極めて大きいものと

考えているところでございます。

このことから、災害対応など、安全・安心

なまちづくりを支える重要な柱として、本市

のまちづくりには欠かせない重要な存在であ

ると考えております。

また、駐屯地の維持・拡充に向けた活動に

つきましては、年２回の北海道自衛隊駐屯地

等連絡協議会において、防衛省及び自由民主

党に対しまして、地域住民の理解と優れた訓

練環境に恵まれた北海道における自衛隊の体
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制維持・強化と広大な土地を有する北海道に

おける自衛隊の多様化する任務を遂行するた

めに必要な充足率の向上及び我が国の防衛を

担う自衛官の継続的な処遇改善及び豊富な知

見を有する退職自衛官の登用に係る財政措置

について、要望しているところでございます。

さらに、美唄市と月形町が連携し、北部方面

総監や第11旅団長、第１特科団長に対しまし

て、大規模災害が発生した際には、地域の実

情に精通し、迅速な対応が可能である陸上自

衛隊美唄駐屯地第２地対艦ミサイル連隊の支

援が必要不可欠であることから、駐屯地の体

制維持はもちろんのこと、拡充に向けた強い

要望を行っているところでございます。

●議長金子義彦君 ３番、齋藤久美夫議員。

●３番齋藤久美夫議員 自席から再質問させ

ていただきます。

大綱の１点目につきましては、計画があと

１年半の残りがありますので、これを引き続

き確認しつつ、改めて質問させていただきま

すので、答弁は結構であります。

ただ、今年、美唄の各農業祭等に行かせて

いただきましたが、そこで、農産物の新製品

の開発の話になりまして、市の施設を活用し

て、いろいろ試作はしたいけれども、それを

調理するための調理機材の種類が少なく、や

りたい調理ができないとの声も市民グループ

から上がっておりますので、美唄の農産物を

活用した農業の６次化の推進と新製品開発に

より、食のブランド化は相通ずるものがあり

ますので、既存の施設を活用し、その施設の

利用者等にアンケートをとるなどして、せめ

て、その試作に必要とされる機材の充実をさ

せることで、農家や市民のグループが、それ

を活用して試作できる環境づくりと新商品開

発のための農商工連携推進助成事業の一層の

各グループ等への周知を図って、それらグル

ープの方々がやってみましょうという機運を

醸成して、新商品開発及び農産物６次化の助

長を努めていただきたいと思いますので、こ

の点も含めて、事後、改めて経過を見て質問

させていただきたいと思います。

そして、大綱２点目の自衛隊の維持・充実

について、市長のご意思をご確認させていた

だきます。

先月の８月31日の新聞報道によりますと、

千歳に所在する陸上自衛隊の電子部隊の将来

的な廃止とありました。

全室の北海道自衛隊駐屯地等連絡協議会の

会長である千歳市長のお膝元の部隊でも廃止

の方針発表、これが寝耳に水の状態であるの

に対し、陸上自衛隊でも、南西地区の防衛体

制強化が求められる中、道内の戦車・火砲・

大砲部隊の隊員を中心に削減する方向で検討

されていますが、その火砲・大砲部隊に属す

る美唄駐屯部隊についても廃止が検討される

ことは、なきにしもあらずであります。

自衛官は入隊後、一番最初に配属された部

隊を原隊と呼びます。ここ美唄自衛隊で退官

いたしました私は、一番最初の配属部隊は福

島県郡山の部隊でありましたが、自ら熱望し

て二度、この美唄駐屯部隊で勤務させていた

だき、優秀な隊員とともに勤務ができ、そし

て多くの市民の皆様と接することができまし

た。ですから私は、ここ美唄自衛隊を自分の

原隊であると自負しております。

そして、自衛隊が本市に存在していること

で、地域の安全、あるいは安心確保はもとよ
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り、市の財政・経済効果も本当に大なるもの

で、なくてはならないものと認識しておりま

す。

今後におきましても、自衛隊の維持・存続

はもとより、新装備の配備、そして、それに

伴う駐屯地隊員の拡充に向けて、私も微力な

がら尽力する所存でありますので、市長にお

かれましても、さらなるご努力を賜るよう望

むものでありますので、この１点につき、市

長のご意思をお伺いいたします。

●議長金子義彦君 市長。

●市長板東知文君 齋藤議員の質問にお答え

いたします。

美唄駐屯地の拡充に向けた活動についてで

ありますが、美唄駐屯地の主要部隊である第

２地対艦ミサイル連隊は、我が国の周辺海域

の防衛に大きな抑止力となっているとともに、

大規模な災害が全国で多発してございますけ

れども、そういった際には、人命救助、情報

収集、物資輸送などの支援活動全般にわたり、

自衛隊の機動力や人員、装備に頼らざるを得

ないのが現状でございます。

また、自衛隊の存在といったものは、隊員

やその家族が本市に定住し、町内会活動など、

さまざまな地域活動において、深い関わりを

もっていることから、地域コミュニティの維

持や地域経済活性化などに大きく貢献されて

いるものと考えております。

私といたしましては、本市が目指す安全・

安心なまちづくりの実現に向けては、美唄駐

屯地の果たす役割が非常に大きいと考えてい

るところでございますので、引き続き、美唄

駐屯地の拡充に向けて、関係自治体とともに、

しっかりと要望してまいりたいと考えており

ます。

●議長金子義彦君 お諮りいたします。

本日の会議はこの程度にとどめ、延会いた

したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

ご異議なしと認め、そのように決定いたし

ました。

本日は、これをもって延会いたします。

午後 ４ 時３８分 延会
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以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに
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